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料

序

資

日
本
国
憲
法
は
、
そ
の
前
文
で
「
日
本
国
民
は
、
正
当
に
選
挙
さ
れ
た
国

会
に
お
け
る
代
表
者
を
通
じ
て
行
動
」
す
る
こ
と
、
「
そ
も
そ
も
国
政
は
、
国

民
の
厳
粛
な
信
託
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
権
威
は
国
民
に
由
来
し
、

そ
の
権
力
は
国
民
の
代
表
者
が
こ
れ
を
行
使
し
、
そ
の
福
利
は
国
民
が
こ
れ

を
享
受
す
る
」
、
も
の
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
会
議
員
選

挙
に
戦
前
と
く
ら
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
重
要
な
政
治
的
意
義
を
与
え

た
。
ま
た
、
一
般
的
に
い
っ
て
も
、
選
挙
制
度
は
代
表
民
主
制
を
採
用
す
る

国
家
に
お
い
て
国
民
と
議
会
を
結
び
つ
け
る
最
も
重
要
な
制
度
で
あ
明
、
し

か
も
そ
の
構
造
と
運
用
は
そ
の
菌
め
民
主
主
義
の
存
在
様
式
を
縮
図
的
に
示

す
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
選
挙
に
関
す
る
問
題
が
、
山
単
な
る
技
術
的

な
問
題
と
し
て
で
な
く
、
あ
る
選
挙
制
度
の
採
用
に

4
っ
て
憲
法
全
体
の
性

格
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
原
理
的
か
つ
政
治
的
な
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
所
以
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
従
来
の
研
究
は
と
も
す
れ
ば
実
定
選
挙
訟
の
法
律
学
的

構
成
、
も
し
く
は
個
寸
の
選
挙
方
法
の
技
術
的
解
説
に
陥
り
が
ち
で
あ
。
、

選
挙
制
度
が
「
歴
史
・
伝
統
に
支
え
ら
れ
た
一
一
国
の
政
治
生
活
と
密
接
な
栂

五
制
約
的
関
係
に
あ
る
」
と
の
認
識
に
立
ち
「
選
挙
訟
の
理
論
の
底
に
、
読
れ

〈

2
v

る
思
想
お
よ
び
政
治
の
実
態
の
分
析
」
を
重
視
す
る
研
究
は
比
較
的
少
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
七
八
九
年
の
革
命
以
来
主
要
な
選
挙
法
の
改
正
だ

け
で
も
二
十
数
回
に
及
び
、
選
挙
制
度
は
、
常
に
社
会
的
・
政
治
的
抗
争
の

的
と
な
っ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
先
程
述
べ
た
視
角
か
ら
の

選
挙
制
度
の
分
析
に
た
い
し
格
好
の
素
材
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

ヲ

Q

。本
稿
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
後
の
選
挙
制
度
の
歴
史
を
対
象
と
し
て
、
そ

の
展
開
の
諸
段
階
の
思
想
お
よ
び
論
理
、
制
度
内
容
、
そ
し
て
選
挙
を
め
ぐ

る
政
治
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
従
来
発

表
さ
れ
て
い
る
研
究
成
果
や
資
料
?
し
く
に
-
議
事
録
)
を
一
応
ま
と
め
我
君

に
お
け
る
選
挙
の
問
題
を
考
え
る
た
め
の
資
料
と
し
て
提
出
す
る
も
の
で
あ

門

Z
)る
。
な
お
、
本
稿
で
は
選
挙
制
度
を
構
成
す
る
要
素
ど
し
て
、
普
通
・
平
等

・
直
接
選
挙
の
原
則
め
実
現
を
目
的
止
す
る
も
の
お
よ
び
代
表
の
原
則
の
実

現
を
日
的
と
す
る
選
挙
の
方
法
を
と
り
あ
げ
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

(

1

)

選
挙
制
度
を
定
め
る
選
挙
立
法
の
性
格
に
つ
い
て
、
仙
正
夫
氏
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
選
挙
法
は
選
挙
過
程
を
規
律
す
る
手

続
技
術
の
体
系
と
し
て
の
技
術
法
的
性
格
を
多
分
に
も
っ
と
同
局

に
、
憲
法
体
制
に
対
応
す
る
政
治
法
的
性
格
と
立
法
に
関
係
し
た
勢

力
の
政
治
的
意
図
を
反
映
さ
せ
た
政
治
法
的
性
格
と
を
も
っ
て
い

る
」
。
柚
正
夫
「
選
挙
制
度
の
改
革
」
「
戦
後
改
革
3

政
治
過
程
』



(
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
七
四
)
九
九
頁
。

(
2
〉
芦
部
信
喜
『
滋
法
と
議
会
政
』
(
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
七
一
)

二
六
七
頁
。

(
3
)

フ
ラ
ン
ス
革
命
以
後
の
選
挙
制
度
の
歴
史
を
概
観
し
た
文
献
と
し

て
、
句
。
同

2
(
U
5
6
r。
一
ア
司
、

ghF
同
~
町
内
言
、
R
M
N

旬
、
之
内
書
句
白
お
札

巴
2
5
2
~弓
u
l
s
u可
(FSLozw
一泊印∞)一

AUg円四
2
C
n
E
l

克
己
ク

h
2

、bh
=
w
Nぬ
同
恥
川
町
内
町
H
R
『
Q
N
h
'
H
(
勺

R
E
w
一∞
ωム)・

(
4
)

戸
部
氏
は
、
近
代
諸
国
の
選
挙
法
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
と
し

て
本
文
で
あ
げ
た
二
つ
の
ほ
か
に
、
自
由
公
正
な
選
挙
運
動
の
確
保

守
}
日
的
と
す
る
も
の
を
あ
げ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
除
外
す
る
。
参

照
、
戸
部
、
前
掲
雲
、
二
七
九
頁
。

第
一
章

フ
ラ
ン
ス
革
命
と
選
挙
制
度

付

tイ)
仔T

怨
的
背草
炭F命
〉前
夜

お
け
る
選
挙
の
問
題

第
一
節モ

ン
テ
ス
キ
ュ
ー

フランス選挙制度史

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
を
支
配
し
て
い
た
プ
ル
ボ
ン
絶

対
壬
制
を
批
判
し
、
「
中
問
機
関
」

(gH宮
百
円
2
5
E
E
R
)
や
「
基
本
法
」

(一三

ω
F
E
L
ω
5
2
E
g〉
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
穏
和
な
モ
制
を
構
想
し

〈

2
〉
た
。
か
れ
の
主
た
る
関
心
は
、
政
治
的
自
由
の
確
保
に
あ
り
、
そ
の
実
現
の

た
め
に
困
家
権
力
の
分
割
お
よ
び
均
衡
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
「
法
の
精
神
』
の
「
イ
ギ
リ
ス
憲
法
論
」
の
寧
の
中

で
、
代
表
制
お
よ
び
両
院
制
の
必
要
性
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
市
民
の
代

表
選
出
に
つ
い
て
次
の
諸
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
立
法
府
の

構
成
員
は
凶
民
全
体
か
ら
選
出
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
全
国
を
い

く
つ
か
の
小
さ
な
選
挙
区
に
分
け
て
そ
こ
で
選
挙
す
る
の
が
望
ま
し
い
こ

門

3
〕
と
、
第
二
に
、
そ
う
し
て
選
ば
れ
た
代
表
者
は
選
挙
人
か
ら
一
般
的
な
指
示

は
受
け
る
が
、
政
務
の
お
の
お
の
に
つ
い
て
特
定
の
指
示
を
受
け
る
必
要
は

(
4
v
 

な
い
こ
と
、
そ
し
て
最
後
に
、
選
挙
権
は
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
市
民
に
与

え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
自
分
の
意
思
な
ど
ま
っ
た
く
も
た
ぬ
と
思
(
5
)
 

わ
れ
る
ほ
ど
に
下
賎
な
状
態
に
あ
る
者
は
除
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
こ
の
よ
う
な
選
挙
論
は
、
権
力
分
立
論
と
と
も
に
、

憲
法
制
定
議
会
〈
一
七
八
九
l
九
一
)
の
制
寂
作
業
に
少
な
か
ら
ざ
る
影
響

円

6
)

を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

フ

イ

ジ

オ

ク

ヲ

ト

ア

ン

γ
ク
ロ
へ
.
テ
イ
ス
ト

伺
毛
農
学
派
と
百
科
全
書
派

フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
l
ト
は
、
自
由
な
所
有
権
制
度
(
と
く
に
土
地
所
有
権
)

の
確
保
に
関
心
を
抱
さ
、
地
主
の
立
場
か
ら
の
国
家
改
革
を
主
張
し
た
。
か

北法29(2・6S)195

(
〈
乙
宮
町
内
)
と
同
じ
く
特
権
化
さ
れ
た
貴
族
制

デ
ス
A

ポ
ヂ
ス
ム
・

と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
を
排
斥
し
、
一
種
の
啓
蒙
専
制
君
主
制
(
合
法
的
専
制

ν
カ

凡

〔

7
M

主
義
)
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
l
ト
は
、
主
権

れ
ら
は
、
ヴ
オ
ル
テ
l
ル



車、}

者
た
る
お
主
の
権
力
を
制
限
す
る
た
め
に
諸
々
の
議
会
を
構
想
し
た
。
た
と

資

え
ば
ケ
ネ

i
(
ρ
5
3
3
)
は
、
君
主
の
専
制
化
を
抑
止
す
る
も
の
と
し
て

(
8〉

地
主
か
ら
な
る
枢
密
会
議
を
提
案
し
、
ま
た
チ
ュ
ル
ゴ

l
(
吋
正
問
。
同
)
は
、

君
主
の
諮
問
機
関
あ
る
い
は
行
政
機
関
の
一
部
と
し
て
の
地
主
議
会
を
構
想

〔

9
、

し
た
。
な
お
、
ケ
ネ
ー
は
一
ト
層
民

2
0
r
E
湾
与
}
乙
を
次
の
よ
う
に
見
て

い
た
。
「
(
後
見
権
は
〉
民
主
政
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

下
層
民
を
支
配
す
る
無
知
と
偏
見
、
か
れ
ら
が
陥
り
が
ち
な
抑
制
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
情
念
と
一
時
的
な
憤
怒
が
、
国
家
を
動
乱
と
暴
動
と
恐
る
べ
き

《刊
V

災
害
と
に
さ
ら
す
か
ら
で
あ
る
」
。

J

ア
ィ
ド
ロ

(ロ
E
2
0同
)

を
中
心
と
す
る
ア
ン
シ
ク
ロ
ベ
デ
ィ
ス
ト
は
、

『
百
科
全
書
』
を
通
じ
て
技
術
や
新
思
想
の
普
及
に
努
力
す
る
と
と
も
に
、

人
間
の
自
然
的
権
利
と
し
て
の
私
的
所
有
の
安
全
お
よ
び
生
産
活
動
の
自
由

の
確
立
を
主
岬
抗
し
た
。
か
れ
ら
は
、
地
主
の
利
害
を
強
調
し
た
フ
ィ
ジ
オ
ク

ラ

i
ト
と
異
な
り
、
子
て
業
者
を
も
含
む
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
令
‘
体
の
利
申
告
を

包
含
し
た
「
財
定
所
有
者
の
国
家
」
を
構
想
し
た
。
デ
ィ
ド
ロ
は
、
国
政
に

お
い
て
代
表
さ
れ
る
人
民
の
資
格
の
基
礎
を
所
有
権
に
求
め
た
。
「
市
民
を
つ

く
る
の
は
所
有
で
あ
る
。
国
家
内
の
す
べ
て
の
所
有
者
は
、
国
家
の
福
祉
に

関
係
が
あ
る
特
殊
な
慣
行
が
彼
に
指
定
す
る
地
位
、
が
な
ん
で
あ
ろ
う
と
、
彼

が
発
言
し
、
あ
る
い
は
代
表
さ
れ
る
権
利
を
獲
得
す
る
の
は
、
つ
ね
に
所
有

者
と
し
て
で
あ
り
、
そ
の
所
有
に
比
例
す
る
」
。
具
体
的
に
は
、
僧
似
や
貴
族

に
つ
い
て
は
そ
の
代
表
選
出
権
を
既
得
権
的
な
も
の
と
し
て
反
認
し
た
う
え

で
、
商
工
業
は
国
家
の
力
と
富
の
源
泉
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ま
た
白
川
日
農
民

は
土
地
所
有
者
で
あ
り
社
会
に
必
要
な
物
資
を
与
え
か
っ
税
金
を
払
っ
て
い

る
が
ゆ
え
に
代
表
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
切

結
局
、
重
農
学
派
と
百
科
全
書
派
は
、
い
ず
れ
も
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、

市
民
の
代
表
選
出
権
を
有
産
者
に
限
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ

う
な
態
度
は
革
命
期
を
通
じ
て
選
挙
立
法
に
た
ず
さ
わ
っ
た
人
々
の
大
多
数

の
考
え
に
一
致
す
る
。

(ハl

ノレ

ソ

ル
ソ

l
の
主
張
す
る
国
家
は
、
「
人
民
の
最
後
の
一
人
ま
で
を
救
済
す
る
こ

と
を
め
ざ
し
た
民
主
的
な
国
家
」
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
の
よ
う
な
国
家
を
実

現
す
る
た
め
の
理
論
と
し
て
、
「
人
民
主
権
」
論
を
「
社
会
契
約
論
』
の
中
で

展
開
し
た
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
託
会
契
約
の
結
果
自
然
状
態
に
お
い
て
各
人

が
保
持
し
て
い
た
自
然
、
権
の
す
べ
て
が
提
供
さ
れ
て
一
つ
の
優
越
的
な
公
権

力
た
る
主
権
が
形
成
さ
れ
、
し
か
も
、
そ
の
主
権
は
社
会
契
約
者
の
総
体
、

す
な
わ
ち
主
権
の
行
使
(
一
般
意
志
の
形
成
)
に
参
加
す
る
も
の
(
市
民
の

総
体
)
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
人
民
に
帰
属
す
る
と
さ
れ
た
。

ル
ソ
!
の
人
民
主
権
に
よ
る
と
、
代
表
制
は
原
則
と
し
て
否
定
さ
れ
、
主
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権
の
行
使
す
な
わ
ち
立
法
は
直
接
人
民
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
実
際
問
題
と
し
て
人
口
の
多
い
国
家
に
お
い
て
は
議
会
制

度
を
設
け
る
こ
と
が
不
可
避
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
命
令
的
委
任
の
制
度

が
不
可
欠
と
さ
れ
る
。

な
お
、
ル
ソ

I
は
市
民
と
な
り
う
る
も
の
の
資
格
婆
件
に
つ
い
て
「
托
会

契
約
論
』
の
中
で
は
明
確
に
は
一
言
及
し
て
い
な
い
が
、
「
政
治
的
な
判
断
力
を

も
っ
年
令
に
達
し
て
い
る
す
べ
て
の
人
間
」
が
主
権
の
行
使
に
参
加
し
う
る

と
考
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
ル
ソ
l
の
法
・
政
治
理
論
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
第
二
の
段
階

(
一
七
九
二
・
八
|
九
四
・
七
)
に
お
い
て
急
速
広
始
頭
し
、
他
の
思
想
を

圧
倒
す
る
に
至
る
。

(
1〉

革
命
を
思
想
的
に
準
備
し
た
の
は
、
「
フ
ィ
ロ
ゾ
l
フ
(
哲
品
主
主
」

と
呼
ば
れ
る
十
八
世
紀
の
思
想
家
た
ち
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
が
構
想

し
た
統
治
構
造
は
一
様
で
は
な
か
っ
た
。
あ
る
も
の
は
イ
ギ
リ
ス
憲

法
を
賞
賛
し
て
政
府
に
専
制
を
行
な
わ
せ
な
い
自
由
主
義
的
制
度
を

説
き
(
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
)
、
他
の
も
の
は
哲
学
に
よ
っ
て
開
明
さ
れ

た
啓
蒙
専
制
君
主
制
を
支
持
し
(
重
農
学
派
と
百
科
全
書
派
)
、
第

三
の
も
の
は
人
民
主
権
の
観
念
を
取
り
出
し
て
民
主
的
な
政
治
制
度

を
主
張
し
た
の
で
あ
る
(
ル
ソ
l
)
。
参
照
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
ロ

l
ズ

寸
フ
ラ
ン
ス
政
治
思
想
史
』
(
横
田
地
弘
訳
・
文
庫
ク
セ
ジ
ュ
・
白

付フランス選挙制度史

水
社
・
一
九
五
二
)
五
五
頁
。

(
2
)

ダ
ニ
エ
ル
・
モ
ル
ネ
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
知
的
起
源

k
』
(
坂

回
太
郎
・
山
田
九
朗
監
訳
・
動
草
書
房
・
一
九
六
九
)
一

O
O頁。

(
3
)

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
人
は
自
分
の
町
の
必

要
を
他
の
町
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
よ
く
知
っ
て
い
る
し
、
ま
た

自
分
の
隣
人
を
他
の
同
胞
よ
り
も
よ
く
判
断
で
き
る
」
と
述
べ
て
い

る

(

岡

山

ω安
定

L
2
-
9
2・
F
2
・
M
門
戸
。
rω
円

y

〈

ア

。

2
8
3
h
丸亀河

ミ
3
5
2き
hL-N-
官
-
一
叫
・
訳
に
つ
い
て
は
『
世
界
の
名
著

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
』
中
央
公
論
社
・
一
九
七
二
、
四
四
七
頁
)

0

な
お
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
後
に
第
三
共
和
制
期
の
小
選
挙
区

制
採
用
の
根
拠
の
一
つ
と
な
る
。

(
4
)

「
代
表
者
は
か
れ
ら
を
選
ん
だ
人
奇
か
ら
一
般
的
な
指
示
は
受
け

る
が
、
ド
イ
ツ
の
国
会
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
政
務

の
お
の
お
の
に
つ
い
て
特
定
の
指
示
を
受
け
る
必
要
は
な
い
。
こ
の

よ
う
な
方
法
に
よ
れ
ば
、
議
員
の
発
一
量
一
一
口
が
国
民
の
声
の
よ
り
正
確
な

表
明
と
な
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
際
限
の
な

い
長
談
議
に
陥
れ
、
各
議
員
を
他
の
す
べ
て
の
議
員
の
支
配
者
た
ら

し
め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
最
も
急
迫
し
た
場
合
に
お
い
て
、
国

民
の
す
べ
て
の
力
が
た
つ
た
一
つ
の
気
ま
ぐ
れ
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ

う
る
よ
う
な
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
乞
守
主
-
℃
-
一
ω
・
前
掲
訳
書
、

四
四
六
頁
)
。
こ
れ
は
、
命
令
的
委
任
の
否
定
を
示
唆
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

(
5
)
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モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、
下
層
民
に
つ
い
て
他
の
箇
所
(
十
五
篇
十



料

エ
タ
・
ポ

八
章
〉
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
解
放
奴
隷
の
条
件
は
政
治
的

リ

砂

ツ

ク

エ

タ

-
Y
グ
イ
ル

身
分
に
お
い
て
よ
り
も
市
民
的
身
分
に
お
い
て
助
長
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
国
家
に
お
い
て
は
そ

れ
が
人
民
的
な
も
の
で
あ
る
場
合
で
さ
え
も
)
権
力
は
下
層
民
の
掌

中
に
お
ち
で
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」
(
み
丈
J

司

-
M巴。

(
6
〉
窓
法
制
定
議
会
に
お
い
て
と
く
に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
理
論
の
影

モ
ナ
ル
シ
ア
ン

響
を
受
け
た
の
は
、
ヒ
政
派
と
呼
ば
れ
た
中
道
右
派
の
人
々
で
あ

る
。
詳
し
く
は
、

H
M
原
泰
維
「
国
民
主
権
の
研
究
』
(
岩
波
書
庖
・
一

九
七
一
)
二

O
四

l
二
O
五
頁
、
三
宅
正
樹
「
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の

政
治
思
想
」
(
『
西
洋
史
学
』
三
四
号
、
一
九
五
七
)
二
九
i
一一一

O

頁。

(
7
)
前
一
一
段
主
義
者
の
国
家
論
に
つ
い
て
は
、
木
崎
喜
代
治
「
フ
ラ
ン
ス

政
治
経
済
学
の
生
成
』
(
未
来
社
・
一
九
七
六
)
、
平
田
清
明
「
経
済

科
学
の
創
造
』
(
岩
波
書
応
・
一
九
六
五
)
二

O
二
l
二
四
二
頁
、

三
輪
隆
ご
七
八
九
年
の
権
利
宣
言
に
お
け
る
政
治
的
権
利
そ
の

一
」
(
『
早
稲
岡
法
学
会
誌
』
二
六
巻
、
一
九
七
五
)
八
四
i
九
O

頁。

(
8
)
木
崎
、
前
掲
書
、
二
ハ
一
頁
。

(
9
)

チ
ュ
ル
ゴ

l
は
、
こ
の
構
想
を
デ
ュ
ポ
ン
・
ド
・
ヌ
ム

1

ル

(
O
Z
官
三
含

Z
2
5
z
g
)
と
の
共
著
で
あ
る
『
市
町
村
論
』

(ζ
伶

1

5
2
2
2門
戸

2
5
5月
号
乙
芹
含
)
の
中
で
展
開
し
た
。
こ
の
論
文

の
要
旨
は
、
「
教
区
議
会
か
ら
全
国
議
会
に
い
た
る
階
層
的
な
議
会
制

度
を
設
置
し
、
そ
の
議
員
選
出
の
投
票
権
を
土
地
収
入
の
量
に
比
例

資

し
て
与
え
よ
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
(
木
崎
、
前
掲
害
、
三
五
九

頁
)
。
な
お
、
『
市
町
村
論
』
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
。
E
U
Z
ω
口宮
l

z
p
o
g司
、

2
号
ヲ
当
旬
。
?
?
ヂ

(
Fユ♂
-
U
M
N
)
・

勺

-
g∞l

m
M
∞・

(
刊
山
ゾ

C
E
E
m
q・
0
2匂
OZω
ヨ

内

乱

ぬ

z
n
r
z
p
h
r
m司
・
〈
巴
一
-
一
町
田

戸
、
、
お
芯
唱
え
旬
。

Mh2ssυwaHhh刷
、
』
側
、
句

3
2
4ご
my

同
ツ

HμRMm-

一甲山∞唱日
u

・
u
一一山).

(
け
〉
「
代
表
者
」
と
い
う
項
目
(
桑
原
武
夫
編
『
フ
ラ
ン
ス
百
科
全
書

の
研
究
』
岩
波
書
庖
・
一
九
五
四
、
一
四
六
l
一
四
七
頁
か
ら
引

用)。

(
ロ
〉
桑
原
縦
、
前
掲
害
、
一
四
七
頁
、
恒
藤
武
二
「
百
科
全
書
に
表
れ

た
政
治
思
想
」
(
『
同
志
礼
法
学
』
一
六
号
、
一
九
五
三
〉
八
六
頁
。

(
は
)
河
野
健
一
一
氏
に
よ
れ
ば
、
革
命
中
の
自
由
主
義
貴
族
は
フ
ィ
ジ
オ

ク
ラ
l
ト
の
線
で
行
動
し
、
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
(
ピ
『

2
2丹
o
d
、、、

ラ
ボ

|
(
ζ
5
r
g
z
)
、
フ
イ
ヤ
ン
派
ま
で
が
こ
の
系
統
に
属
す
る

と
い
わ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
、
百
科
全
書
派
の
思
想
は
革
命
期
の
ブ

ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
カ
パ
ニ
ス
(
の
ち
2
2
)
、
ル
デ

ラ
l

(同
N
S
L
2
2
)、
コ
ン
ド
ル
セ

l

(
の
g
L
O
R
a〉
な
ど
の
イ
デ

オ
ロ

l
グ
、
立
法
議
会
の
平
原
派
、

J
/

ロ
ン
ダ
ン
が
そ
の
主
要
な
代

表
勢
力
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
河
野
健
二
『
革
命
思
想
の
形
成
』
(
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
一
房
一
・
一
九
五
六
〉
は
し
が
き
五
頁
。

竜
一
段
主
義
者
の
一
人
で
あ
る
デ
ュ
ポ
ン
・
ド
・
ヌ
ム

l
ル
は
、
後

に
憲
法
制
定
議
会
に
お
い
て
「
選
挙
人
で
あ
る
た
め
に
は
財
産
を
も
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付

マ
又
ヲ

1
ル

つ
必
要
が
あ
り
、
し
か
も
領
地
を
も
っ
必
要
が
あ
る
。
行
政
の
仕
事

は
財
皮
に
か
か
わ
り
を
も
ち
、
貧
乏
人
に
た
い
す
る
救
済
そ
の
他
に

か
か
わ
る
。
か
く
し
て
、
行
政
の
仕
事
に
は
財
産
の
所
有
者
以
外
の

何
人
も
利
害
関
係
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
」
と
発
言
す
る
ご
七
八

九
年
一

O
月
一
一
一
一
日
の
演
説
、

k

曲、円
E
Z旬
、
男
町
内
ヨ

gHQ旬、
2
・

一台。
m
b
ユ
タ
ゲ
戸
古
-

A

有
国
・
以
下
、
〉
句
J

一
-
F
-
f
・
と
略
す
)
。

こ
れ
に
対
し
、
ア
ン
シ
ク
ロ
ベ
デ
ィ
ス
ト
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
ル

デ
ラ
ー
は
、
「
私
は
、
一
層
大
き
な
財
産
、
神
聖
な
財
産
に
つ
い
て
語

ア
ル
手
ザ
ン

り
た
い
。
そ
れ
は
手
工
業
者
で
あ
り
、
資
本
の
所
有
者
の
こ
と
で
あ

る
。
:
:
・
こ
れ
ら
の
手
工
業
者
は
、
諸
君
が
土
地
に
密
着
し
て
い
る

と
い
う
大
土
地
所
有
者
よ
り
も
は
る
か
に
自
ら
の
国
に
密
着
し
て

い
る
。
:
:
:
手
工
業
者
は
ご
疋
の
カ
ン
ト
ン
に
そ
の
才
能
が
適
し
た

も
の
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
勤
労
資
本
を
移
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

:
:
か
れ
ら
こ
そ
真
に
祖
国
を
も
つ
の
で
あ
る
。
・
:
:
諸
君
の
デ
ク

レ
は
、
手
工
業
者
、
す
な
わ
ち
非
常
に
有
用
で
か
つ
非
常
に
等
敬
す

べ
き
こ
の
種
の
人
聞
を
排
除
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
新
し

い
社
会
の
基
礎
を
「
土
地
所
有
者
」
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
フ
ィ
ジ

オ
ク
ラ
l
ト
的
立
場
に
反
対
し
た
(
一
七
八
九
年
一
二
月
七
日
の
演

説
、
〉
・
M
M

・
-
?
同
・
一
0

・
官
全
己
。

(
け
つ
河
野
健
二
「
啓
蒙
思
想
と
市
民
革
命
(
上
)
」
(
『
歴
史
教
育
』
五
巻

一
一
号
)
一
一
二
頁
。

(
日
)
ル
ソ

l
の
「
人
民
主
権
論
」
に
つ
い
て
は
、
杉
原
、
前
渇
書
、

四
二
I
一
八
二
頁
。

フランス選挙制度史

杉
原
、
前
掲
書
、
一
六
八
頁
。

な
お
、
ル
ソ

l
の
ご
般
意
志
」
概
念
は
、
そ
の
「
二
重
の
一
般

性
」
に
よ
っ
て
普
通
選
挙
制
に
な
じ
み
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
一
般
意
志
は
、
そ
の
対
象
に
お
い
て
一
般
性
を
有
し
て
い

る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
そ
の
本
質
(
起
源
)
に
お
い
て
も
一
般
性
を

有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
政
治
社
会
の
す
べ
て
の
構
成
員
か
ら

生
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
二
重
の
一
般
性
」
に
つ
い
て

は
、
小
笠
原
弘
親
・
白
石
正
樹
・
川
合
清
隆
『
ル
ソ
|
社
会
契
約
論

入
門
』
(
有
斐
閣
新
書
・
一
九
七
八
)
一
一
一
九
l
一一一一

O
頁。

(
げ
)
ル
ソ
l
の
思
想
は
、
ジ
ロ
ン
ド
派
の
一
部
で
あ
る
ブ
リ
ッ
ソ
!

(
F
Z
c
c、
ロ
ラ
ン
夫
人

(mcZ邑
《
凶
作
一
ω
虫
色
町
。
〉
な
ど
に
も

影
響
を
与
え
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
ロ
ベ
ス
ピ
エ

l
ル
(
問
。
『

g
i

宮

2
5
d
、
サ
ン
日
ジ
ュ
ス
ト

(ωω
吉伸
l
』c
a
)
な
ど
の
モ
ン
タ
ニ
ヤ
ー

ル
、
さ
ら
に
パ
リ
の
サ
ン
・
キ
エ
ロ
ッ
ト
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
。
河

野
、
前
掲
書
、
は
し
が
き
五
頁
、
ア
ル
ベ

l
ル
・
ソ
プ
ー
ル
「
フ
ラ

γ
ス
革
命
下
の
ル
ソ
l
主
義
と
民
衆
階
級
」
(
『
西
洋
史
学
』
五
三

号
、
一
九
六
二
)
一
頁
以
下
。

(

叩

山

)

二
、
一
七
八
九
年
一
月
二
四
日
の
選
挙
規
則

{
2
)
 

「
革
命
期
の
選
挙
法
の
真
の
序
文
」
と
な
っ
た
こ
の
選
挙
規
則
は
、
主
と
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し
て
一
七
八
八
年
七
月
五
日
の
顧
問
会
議
の
裁
決
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
資

内

q
u
u

料
と
川
年
一
一
月
六
日
に
召
集
さ
れ
た
第
二
次
名
士
会
の
報
告
と
を
基
礎
に



業}

し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

選
挙
規
則
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
手
続
は
、
当
時
の
社
会
の
不
統
一
性
を

資

反
映
し
て
は
な
は
だ
傑
雑
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
細
部
に
つ
い
て
は
不
備

の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
第
三
身
分
の
選
挙
手
続
を
主
と
し
て
検
討
す

円

4
v

司令。
、3ノμ選
挙
資
格
お
よ
び
被
選
挙
資
格

l
原
則
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ

あ
る
い
は
帰
化
し
、
し
か
も
二
五
才
以
上
で
住
所
を
有
し
、
か
つ
課
税
台
帳

に
記
載
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
住
民
が
聖
堂
区
等
の
選
挙
会
へ
の
参
加
を
認

カ
J

ピ
タ
シ
オ
ン

め
ら
れ
る
(
第
二
五
条
)
。
た
だ
し
、
パ
り
で
は
六
リ
l
ヴ
ル
以
上
の
人
頭
税

.
テ
イ
ス
ト
リ
ク
ト

を
支
払
う
者
だ
け
が
地
区
毎
に
行
な
わ
れ
る
選
挙
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
被
選
挙
資
格
に
つ
い
て
の
定
め
は
な
く
、
選
挙
資
格
を
有
す
る
者
は
誰
で

も
各
段
階
の
代
表
に
選
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
か
く
し
て
、
第
三
身
分
の

内

ev

選
挙
資
格
に
つ
い
て
は
準
普
通
選
挙
制
と
も
い
え
る
制
度
が
定
め
ら
れ
た
。

U
H
選
挙
方
法
|
選
挙
区
と
し
て
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
二
世
の
時
代
ハ
一
一
八

O

f

、

ー
一
二
二
一
一
一
)
に
起
源
を
も
っ
「
パ
イ
ア
ジ
ユ
」

(razFお
ろ
と
い
う
領
域

的
区
分
が
用
い
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
規
則
で
は
全
国
三
部
会
議
員
を
直
接
に

選
出
せ
ず
、
そ
の
選
挙
会
の
構
成
員
の
四
分
の
一
が
「
一
級
パ
イ
ア
ジ
ユ
」

の
選
挙
A
五
に
ん
H
流
す
る
「
二
級
パ
イ
ア
ジ
ユ
」
(
吉
岡
一
一
E
向
。

z
g
E凶
ご
と
と
直

接
議
員
を
選
出
す
る
「
一
級
パ
イ
ア
ジ
ユ
」

(
r
E
Z芯
問
。
苦
言
。
苛
巳
)

と

区
別
さ
れ
た
(
第
二
条
、
第
三
条
、
第
四
条
、
第
五
条
、
第
一
二
三
条
)
。

北法2912・68)200

第
三
身
分
の
代
表
は
、
こ
の
よ
う
な
選
挙
区
を
基
礎
に
こ
な
い
し
四
段
階

を
経
て
選
出
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

一
級
パ
イ
ア
ジ
ュ
の
農
村
の
住
民
は

段
階
で
、

一
級
パ
イ
ア
ジ
ュ
の
都
市
の
第
三
身
分
は
三
段
階
で
、
そ
し
て
二

級
パ
イ
ア
ン
ュ
の
都
市
の
第
三
身
分
は
四
段
階
で
全
国
三
部
会
へ
の
代
表
を

選
出
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
第
一
段
階
で
農
民
が
選
ば
れ

て
も
最
終
段
階
で
は
も
っ
ぱ
ら
公
的
問
題
に
通
じ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
が
議
員
に

選
出
さ
れ
、
準
普
通
選
挙
制
の
効
果
は
大
幅
に
縮
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ん
し
国
三
郎
会
議
員
は
秘
密
投
票
で
選
は
れ
る
が
、
そ
の
他
の
下
級
代
議
員

を
選
出
す
る
選
挙
は
口
頭
で
行
な
わ
れ
た
(
第
四
六
条
)
。
ま
た
、

一
級
パ
イ

ア
ジ
ュ
の
選
挙
会
で
全
国
三
部
会
議
員
に
選
ば
れ
る
に
は
投
票
の
絶
対
多
数

を
獲
得
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
二
回
目
の
投
票
を
終
了
し
て
選
出
す
べ

き
議
員
が
残
っ
て
い
る
場
合
に
は
二
回
目
の
米
選
出
者
上
位
二
名
だ
け
が
三

同
日
で
争
う
こ
と
が
で
き
る
(
第
四
七
条
ゴ
な
お
、
命
令
的
委
任
の
否
定
が

示
唆
占
寸
れ
た
(
前
文
、
第
四
五
校
。

一
七
八
九
年
一
月
二
四
日
の
選
挙
規
則
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
後
の

身
分
制
議
会
と
な
る
べ
き
全
国
一
二
部
会
(
一
七
八
九
年
五
月
五
日
召
集
)
の

議
員
選
挙
の
た
め
の
手
続
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
則
は
代
表
を
身



2
W
ポ
ラ
シ
オ
ン

分
別
に
、
ま
た
同
業
組
合
毎
に
選
出
す
る
な
ど
、
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム

の
共
同
体
的
・
団
体
的
・
階
層
秩
序
的
な
社
会
構
造
を
随
所
に
反
映
し
な
が

ら
も
、
第
三
身
分
の
選
挙
資
格
、
秘
密
投
票
制
、
多
数
回
佼
票
多
数
代
表

制
、
命
令
的
委
任
の
否
定
な
ど
そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
選
挙
法
の
展
開
に
と

っ
て
基
礎
と
な
る
べ
き
い
く
つ
か
の
制
度
を
定
め
て
い
た
。

付

戸
1
)

選
挙
規
則
の
制
定
過
程
お
よ
び
内
容
に
つ
い
て
は
、

F
2
5
m

。mL
R
ゲ
ト
内
、
ι
y
m
s
z
ミ
E
リ岡、、
a
H
A
2
相
同
ね
な

hι
叩誌

e
B
Q
N
h
H

弘、

』
可
白
泊
三
民
旬
。
コ
.
h
S
2
(』匂
C
N
l
l
~
E
b
-
ハ同
V
R
F
m
・
-
U
印

N
Y
H》・

2
R・
f
p
M
m
E
2
1〉
仏
c-司}耳、『
}
E
Sロ
山
〉
』

V
A
w
b
gな
阿
川
町
内
町
同
。
、
白
h

b
』
aub
』
、
与
量
戸
、
戸
ハ

Z
Eミ
・
一
山
口
印
)
・
司
・
吋
1
1
2
・
G
-
ル

フ
ェ

l
ヴ
ル
「
一
七
八
九
年
1
フ
ラ
ン
ス
革
命
序
論
』
戸
高
橋
幸
八
郎

・
柴
田
三
千
雄
・
遅
塚
忠
第
訳
・
岩
波
書
庖
・
一
九
七
五
)
八
二

i

八
八
頁
。

(
2
)
H，F
Z〈

g
u
c
c司・

2
f
℃

-Nω
・

ピ
ユ
ロ

1

(
3
)
名
士
会
は
六
つ
の
部
局
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
局
が
ネ
ツ
ケ

ル
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
五
十
四
の
質
問
に
答
え
る
形
式
で
審
議
を

す
す
め
た
。
当
時
最
も
激
し
い
争
点
と
な
っ
て
い
た
第
三
身
分
代
表

の
倍
増
に
つ
い
て
は
第
一
部
局
の
み
が
二
二
票
対
二
一
票
の
一
票
差

で
倍
増
に
質
成
し
、
他
の
五
部
局
は
ほ
と
ん
ど
満
場
一
致
で
倍
増
に

ノ
タ

1
プ
ル

反
対
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
名
士
会
を
構
成
し
て
い
た
名
士
た
ち
が

い
か
に
身
分
制
に
閤
執
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
。

名
士
会
は
第
三
身
分
代
表
の
倍
増
の
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
の
選
挙

プランス選挙制度史

制
度
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
審
議
し
た
。
結
果
は
次
の
通
り
で
あ

る。
「
選
挙
区
」
に
つ
い
て
は
パ
イ
ア
ジ
ュ
♀
ω
三
E
mと
が
ほ
と
ん

ど
満
場
一
致
で
採
択
さ
れ
た
。
ま
た
、
バ
イ
ア
ジ
ュ
毎
の
議
員
定
数

は
人
口
と
担
税
能
力

(
E宮
2
怠

gロ
E
r
z神
宮
内
)
に
比
例
す
る
と

さ
れ
た
。
「
第
一
二
身
分
の
選
挙
資
格
」
に
つ
い
て
は
、
第
一
部
局
と
第
五
部

局
が
す
べ
て
の
成
年
男
子
に
よ
る
普
通
選
挙
を
、
第
二
部
局
が
す
べ

て
の
家
長
に
よ
る
無
条
件
選
挙
を
、
第
六
部
局
が
税
額
を
問
わ
ず
す

べ
て
の
納
税
者
に
選
挙
権
を
与
え
る
こ
と
を
、
そ
し
て
第
四
部
局
が

納
税
額
を
間
わ
ず
納
税
義
務
あ
る
す
べ
て
の
家
長
に
選
挙
権
を
与
え

る
こ
と
を
提
案
し
た
。
税
額
に
よ
る
制
限
選
挙
を
提
案
し
た
の
は
一

部
局
だ
け
で
あ
り
、
第
三
部
局
が
一

O
リ

i
ヴ
ル
の
納
税
額
を
主
張

し
た
。
結
局
、
選
挙
規
則
で
は
第
六
部
局
の
意
見
が
原
則
と
し
て
採

用
さ
れ
た
。

「
被
選
挙
資
格
」
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
選
挙
権
の
保
持
か
ら
一

O
な
い
し
五

O
リ
1

ヴ
ル
の
税
額
に
至
る
ま
で
の
様
々
な
解
決
策
が

提
案
さ
れ
た
。

「
投
票
方
法
」
に
つ
い
て
は
、
名
士
の
大
多
数
は
口
頭
投
票

(
F

R
E
Z
H
2
d
E
Z
S見
)
に
賛
成
し
、
二
部
局
が
手
書
き
に
よ
る
秘

密
投
票
(
バ
イ
ア
ジ
ュ
選
挙
会
に
お
い
て
の
み
)
の
採
用
を
提
案
し

た

北法29(2・69)201

以
上
、
名
士
会
に
お
け
る
審
議
に
う
い
て
は
、
内
邑
日
グ
C
同

y
n
-
7



!糾

ち・吋吋
l
l
∞一・

(

4

)

選
挙
規
則
の
解
説
お
よ
び
正
文
に
つ
い
て
は
、
&
丈
・
・
司
・

5
ω
l

-町一Y

一UN
-
-
N
O
N
・

ハ
5
)

こ
の
た
め
、
約
六

O
万
の
住
民
の
う
ち
選
挙
に
参
加
す
る
こ
と
が

で
き
た
も
の
は
五
万
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
(
志
位
J

℃・

一一{〕)。

(
6
)

こ
の
よ
う
な
制
度
が
採
用
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
ォ
l
ラ
l
ル

氏
は
「
私
に
は
王
権
が
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
反
対
に
た
い
し
て
普
通
選
挙

に
、
す
な
わ
ち
知
識
に
た
い
し
て
無
知
に
訴
え
よ
う
と
す
る
考
え
を

漠
然
と
抱
い
て
い
た
こ
と
は
あ
な
が
ち
真
実
で
な
い
よ
う
に
は
思
わ

れ
な
い
」
と
述
べ
て
国
主
の
打
算
を
指
摘
し
て
い
る
(
〉
・

kgrA-

町
立
さ
守
筒
、
。

E
S
2
弘
司

N
Q
L
S
N
R
H帆
3
・「ミミ
E
F
司

R
U
-

-uo
ア
同
y
ω
O
)
。

(
7
〉
「
国
民
全
体
を
代
表
す
る
議
会
へ
の
信
頼
は
、
審
議
の
流
れ
を
止

め
た
り
、
困
難
に
し
た
り
す
る
よ
う
な
指
示
が
議
員
に
与
え
ら
れ
る

こ
と
を
阻
止
」
(
前
文
)
し
、
し
か
も
、
「
議
員
の
有
す
る
権
限
は
一

般
的
で
あ
り
、
か
つ
召
集
状
に
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
提
案
し
、

諌
言
し
、
忠
告
し
、
同
意
を
与
え
る
の
に
足
り
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
(
第
四
五
条
)
。

な
お
、
ル
イ
十
六
世
は
命
令
的
委
任
の
制
度
に
つ
い
て
、
全
国
三

部
会
が
有
用
な
仕
事
を
す
る
の
を
妨
げ
、
コ
一
部
会
が
自
己
の
願
望
に

不
従
順
な
も
の
と
な
る
克
服
し
難
い
障
需
で
あ
る
と
考
え
て
い
た

(
の
邑
ミ
デ

O
匂
・
2
件
よ
司
・
一
印
ω)
。

資

三
、
全
国
三
部
会
議
員
選
挙
と
陳
情
書

選
挙
は
二
月
か
ら
行
な
わ
れ
た
が
、
王
権
は
こ
れ
に
対
し
て
不
干
渉
の
熊

度
を
と
っ
た
。
こ
れ
が
た
め
に
、
こ
の
選
挙
は
一
八
四
八
年
ま
で
に
フ
ラ
ン

北法29(2・70)202

ス
で
行
な
わ
れ
た
も
の
の
中
で
最
も
自
由
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

n
I
V
 

ヲ
〈

V
O各

身
分
の
医
確
な
議
員
数
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
お
よ
そ
貴
族
身
分

は
二
七

O
名
、
聖
職
身
分
は
三

O
O名
、
第
三
身
分
は
六

O
O名
ぐ
ら
い
で

ア
W
4
r
ザ
ン

あ
っ
た
。
第
三
身
分
の
代
表
の
中
に
は
、
農
民
や
手
工
業
者
の
代
表
は
一
人

も
な
く
、
法
律
家
が
合
体
の
半
数
近
く
を
占
め
、
そ
の
他
に
商
人
や
金
融
業

者
や
工
業
家
が
一

O
O名
、
大
地
主
が
五

O
名
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
貴
族
身
分

で
は
、
特
権
の
擁
護
に
熱
心
な
者
が
大
勢
を
制
し
て
い
た
が
、
約
九

O
名
ほ

ど
の
自
由
主
義
的
貴
族
も
存
在
し
た
。
そ
し
て
、
聖
職
身
分
で
は
、
改
革
賛

成
派
で
あ
る
下
級
聖
職
者
(
司
祭
)
が
圧
倒
的
に
多
く
約
三
分
の
こ
を
占
め

ハ
2
)

て
い
た
。

選
挙
と
並
行
し
て
作
成
さ
れ
た
陳
情
警
告
各
庁

a
r
o♀
2
5
4
の
倹

討
は
、
当
時
の
世
論
の
動
向
ゃ
、
そ
れ
が
一
七
九
一
年
憲
法
の
作
成
の
た
め

(
3〉

に
果
た
し
た
役
割
を
知
る
う
え
で
非
常
に
甫
要
で
あ
る
。
三
身
分
の
陳
情
書

は
一
致
し
て
絶
対
一
七
制
に
反
対
し
て
い
る
が
、
改
一
草
が
実
現
さ
れ
た
後
の
状

態
、
す
な
わ
ち
各
身
分
が
国
家
や
村
会
に
お
い
て
占
め
る
べ
き
位
置
に
つ
い



て
は
根
本
的
な
対
立
が
み
ら
れ
た
。

な
お
、
陳
情
書
に
お
い
て
は
選
挙
制
度
に
つ
い
て
の
定
見
が
な
く
、
ま
た

〈

4
)

具
体
的
な
要
求
も
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

付

戸

1
)
(い
お

E
℃
寸
め
一

-
r
c℃
-
n
F
同
・
・
司
・
品
∞
-

ハ
2
)

全
国
三
部
会
議
員
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ソ

ブ
ー
ル
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
上
』

m
小
場
瀬
卓
一
二
・
渡
辺
淳
訳
・
岩
波

新
書
・
一
九
七
一
二
)
八
六
l
八
八
頁
、
井
上
幸
治
編
『
世
界
各
国
史

2

フ
ラ
ン
ス
史
(
新
版
〉
』
(
山
川
出
版
社
・
一
九
七
二
)
二
七

O

|
二
七
二
貝
、

G
-
ル
フ
ェ

l
ヴ
ル
、
前
掲
訳
書
、
九

O
l九
六

頁。

(
3
J

憲
法
制
定
議
会
に
お
け
る
陳
情
書
の
総
括
(
ク
レ
ル
モ
ン

H
ト
ネ

ー
ル
が
一
七
八
九
年
七
月
二
七
日
に
報
告
)
に
つ
い
て
は
、
〉
-
H
Y
・

一
.m--
丹
・
∞
噌
同
ν
・日∞
O
i
i
M
∞印

ハ
4
)

た
だ
し
、
バ
リ
の
あ
る
陳
情
書
ハ
の
急
百
舟

3
2
-
5
3
-
z

ヨロ『ω
〉
が
一
七
八
九
年
の
選
挙
規
則
が
定
め
た
選
挙
手
続
に
抗
議

し
、
し
か
も
「
白
か
ら
集
会
し
、
全
国
三
部
会
や
執
行
権
に
た
い
し

て
代
表
を
お
く
り
か
つ
請
願
を
行
な
い
、
そ
し
て
そ
の
請
願
の
結
果

デ
レ
ゲ

を
見
守
る
た
め
に
代
田
町
人
を
指
名
す
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の
市
民
の

基
本
的
権
利
で
あ
る
」
と
宣
言
し
て
い
る
の
は
、
「
選
挙
権
権
利
論
」

の
萌
芽
と
し
て
興
味
深
い
。
な
お
、
こ
の
陳
情
蓄
に
つ
い
て
は
、

』

E
D
r
c同
市
♂
民
主
ミ
E

S
門
町
民
宮
内
号

E
h
N
Fミ
ミ
納
言
、

2
1

山

Y
N包「
h
m
w

・
寸
一
-
H
U
E
-
z
・一∞
M
N
W

古

-UG--}
由∞.

フランス選挙制度史

第

節

憲
法
制
定
議
会
と
制
限
間
接
選
挙
制

て
人
お
よ
び
市
民
の
権
利
宣
言

「
人
お
よ
び
市
民
の
権
利
宣
言
」
戸
い
わ
ゆ
る
「
人
権
宣
言
」
)
は
、

八
九
年
の
革
命
の
成
果
を
要
約
し
て
そ
の
諸
原
理
を
明
示
す
べ
く
、
厳
法
制

定
議
会
に
よ
っ
て
八
月
一
一
六
日
に
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
日
目
人
権
宣
言
は 七

何
よ
り
も
ま
ず
「
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
死
亡
証
書
」
と
し
て
の
性
格

を
有
す
る
が
、
同
時
に
宣
言
は
哲
学
者
た
ち
の
思
想
に
鼓
吹
さ
れ
て
新
秩
序

の
基
礎
を
う
ち
た
て
、
政
治
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
象
徴
と
な
る
べ
き
も
の
で

(
2
v
 

あ
る
。人
権
宣
言
は
、
選
挙
に
つ
い
て
直
接
的
に
は
何
も
宣
言
し
て
い
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
第
一
条
は
「
人
間
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
で
あ

(
B
V
 

り
、
権
利
に
お
い
て
平
等
で
あ
る
」
と
規
定
し
、
権
利
に
お
け
る
人
間
の
平

等
を
宣
言
し
て
い
る
。
参
政
権
に
つ
い
て
も
こ
の
原
則
が
当
然
に
維
持
さ
れ

る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
普
通
選
挙
制
に
帰
存
す
る
こ
と
じ
な
ろ

う

;fti.去29(2・71)203

ま
た
、
第
六
条
は
「
法
律
は
一
般
意
志
の
表
現
で
あ
る
。
す
べ
て
の
市
民

は
、
か
れ
ら
白
か
ら
ま
た
は
そ
の
代
表
者
を
通
じ
て
、
法
律
の
作
成
に
協
カ

す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
て
、
直
接
民
主
制
な
い
し
普
通
選
挙
に
よ



料

る
代
表
民
主
制
の
採
用
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

」
れ
ら
の
規
定
(
一
般
的
に
い
っ
て
人
権
宣
言
全
体
)
に
関
し
て
の
憲
法

資

制
定
議
会
の
議
員
た
ち
の
解
釈
は
多
分
に
論
争
の
余
地
を
残
し
て
お
り
、
や

が
て
制
定
さ
れ
る
べ
き
諸
法
令
(
溜
法
を
含
む
)
だ
け
が
そ
の
解
釈
を
確
定

円

4
v

す
る
は
ず
で
あ
る
。

(
1
〉
人
権
宣
言
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
深
瀬
忠
一
「
一
七
八
九
年
人
権

宣
言
研
究
序
説
付
件
臼
」
(
『
北
大
法
学
論
集
』
一
四
巻
一
ニ
・
四
号
、

一
五
巻
一
号
、
一
八
巻
一
一
一
号
〉
、
稲
本
祥
之
助
「
一
七
八
九
年
の
『
人

お
よ
び
市
民
の
権
利
の
宣
言
』
」
『
基
本
的
人
権
3

歴
史
日
』
(
東
京

大
学
出
版
会
・
一
九
七
五
三

(
2
〉
人
権
宣
言
の
こ
の
よ
う
な
性
格
に
つ
い
て
は
、
ソ
ブ
ー
ル
、
前
梅

訳
書
、
一

O
九
頁
、
井
上
編
、
前
掲
書
、
二
八

O
i二
八
一
頁
を
参

刀
内
情
。

(
3〉
人
権
宣
一
--H

の
正
文
に
つ
い
て
は
、
山
本
経
一
『
人
権
宣
言
集
』
(
岩

波
文
庫
・
一
九
七
回
)
一
一
一
一

O
T
一
一
一
一
一
一
一
一
具
、
野
村
敬
造
『
フ
ヲ

γ

ス
憲
法
・
行
政
法
概
論
』
戸
有
信
堂
・
一
九
六
二
)
四
四
三
1
1
四
四
四

頁
、
ル
フ
ェ

i
ヴ
ル
、
前
掲
訳
書
、
二
三
九
|
二
四
二
頁
。

(
4
〉
人
権
宣
言
の
制
定
過
程
で
提
出
さ
れ
た
草
案
の
い
く
つ
か
は
選
挙

の
問
題
に
言
及
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
普
通
選
挙
制
を
示
唆
し
て

い
る
も
の
も
み
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
セ
ル
ヴ
ァ
ン

3
2
5コ
)
の

草
案
は
「
す
べ
て
の
人
は
、
か
れ
ら
の
権
利
の
確
保
を
較
視
す
る
た

め
に
、
か
れ
ら
自
身
に
よ
っ
て
か
あ
る
い
は
そ
の
代
表
者
に
よ
っ

て
、
国
民
議
会
を
自
由
に
形
成
し
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
〈
第
一
一
二

条
)
こ
と
を
宣
言
し
て
い
た
し
、
ま
た
タ
レ
ニ
エ

l
ル戸門
U

芯
包
智
内
〉

草
案
の
第
五
条
は
「
立
法
権
お
よ
び
制
度
的
権
力
は
基
本
的
に
人
民

に
属
す
る
の
で
、
各
市
民
は
あ
ら
ゆ
る
権
力
の
組
織
に
協
力
す
る
権

利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
雨
草
案
の
規
定
は
、
い

ず
れ
も
す
べ
て
の
市
民
に
政
治
的
権
利
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
(
セ
ル
ヴ
7

ン
意
案
に
つ
い
て
は
、
〉
-Hν

・
・
?
?
?
∞
咽

同

γ
ω
c
m
l
g吋
・
タ
レ
ニ
エ

l
ル
草
案
に
つ
い
て
は
S
N
h
・甘・

2
8
0

こ
れ
に
対
し
、
シ
エ

l
ス

3
5
b
m
)
は
そ
の
人
権
宣
言
草
案

(
七
月
二

O
、
二
一
日
の
両
日
に
策
法
委
員
会
で
報
告
し
た
「
人
間

お
よ
び
市
民
の
権
利
の
承
認
お
よ
び
理
論
的
宣
言
」
ザ
に
お
い
て
、
人

権
を
「
市
民
的
諮
権
利
」
と
「
政
治
的
諸
権
利
」
と
に
区
分
し
、
前

者
を
「
受
動
的
権
利
」
、
後
者
を
「
能
動
的
権
利
」
と
名
づ
け
た
。
そ

し
て
、
「
一
一
闘
の
す
べ
て
の
住
民
は
、
受
動
市
民
の
権
利
を
享
有
す
べ

き
で
あ
る
」
が
、
「
す
べ
て
の
市
民
が
能
動
市
民
で
あ
る
わ
け
で
は
な

く
、
少
な
く
と
も
現
状
に
お
い
て
は
婦
人
、
子
供
、
外
国
人
、
そ
し

て
公
的
施
設
の
維
持
に
な
ん
ら
貢
献
し
え
な
い
人
々
」
は
能
動
市
民

た
り
え
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
か
れ
は
八
月
一
二
日
に
発

表
し
た
「
社
会
に
お
け
る
人
間
の
権
利
の
宣
言
」
に
お
い
て
も
、
立

法
に
た
ず
さ
わ
る
代
表
の
選
出
権
合
「
公
の
問
題
に
対
す
る
関
心
と

能
カ
を
も
っ
て
い
る
も
の
」
に
限
定
し
て
い
る
(
第
二
八
条
)
。
こ
の

よ
う
な
シ
エ

I
ス
の
論
理
が
、
そ
の
後
の
選
挙
立
法
へ
と
り
わ
け
一

七
八
九
年
一
二
月
二
二
日
の
デ
グ
レ
お
よ
び
一
七
九
一
年
憲
法
〉
の

北法29(2・72i204



基
礎
を
な
し
て
い
く
の
で
あ
る
(
シ

l
エ
ス
の
七
月
草
案
の
原
文
に

つ
い
て
は
、
み
主
・
・
司
・

M
g
R
-
八
月
草
案
の
原
文
に
つ
い
て
は
、

&
ζ
A
J

℃・ム
M
N

『『・)。

な
お
、
人
権
宣
言
に
お
け
る
政
治
的
権
利
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る

二
つ
の
草
案
系
列
に
つ
い
て
は
、
一
二
輪
、
前
掲
論
文
、
六
四

l
七
三

頁
を
参
照
。

二
、
一
七
八
九
年
一
一
一
月
一
一
一
一
日
の
デ
ク
レ

こ
の
デ
ク
レ
は
、
国
民
議
会
議
員
選
挙
の
手
続
を
は
じ
め
て
定
め
た
も
の

で
あ
る
。

選
挙
資
格
お
よ
び
被
選
挙
資
格
に
関
す
る
本
格
的
な
審
議
は
、

O
日
以
降
に
行
な
わ
れ
た
。

一O
月
二

憲
法
委
員
会
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
選
挙
資
格
つ
ま
り
能
動
市
民
た
る
要

件
は
、
第
一
に
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
生
ま
れ
る
か
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
に

帰
化
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
成
年
男
子
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
住
所
を
有

付

し
て
い
る
こ
と
、
第
四
に
、
三
労
働
日
の
価
額
に
等
し
い
直
接
税
を
支
払
つ

フランス選挙制度史

て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
第
五
に
、
奴
隷
の
身
分
に
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
情
哨

一
、
第
二
、
第
一
}
寸
お
よ
び
第
五
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
議
論
も
さ

れ
ず
ほ
ぼ
原
案
通
り
可
決
さ
れ
た
が
、
第
四
の
税
額
要
件
に
つ
い
て
は
激
し

(
S
V
 

い
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
ロ
ペ
ス
ピ
エ

l
ル
、
グ
レ
ゴ
ワ

l
ル
(
の
芯
向
。
号
)

デ
ュ
ポ
!
ル

(
O己司
2
5、
そ
し
て
ド
ゥ
フ
エ
ル
モ
ン
(
口
広
2
2
0
Z
C
の
反

〈

4
U

対
演
説
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
制
定
議
会
の
大
勢
は
、
次
の
よ
う
な
デ
ム

ニ
エ
匂
吉
岡
2
2
2
)
の
見
解
に
従
っ
て
選
挙
資
格
の
第
四
の
要
併
を
委
員

会
案
通
り
可
決
し
た
。
デ
ム
ニ
エ
は
「
い
か
な
る
納
税
も
要
求
し
な
い
と
す

マ
ン
デ
イ
ア
ン

れ
ば
、
第
一
次
会
に
乞
食
が
加
わ
る
こ
と
さ
え
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
か
れ
ら
は
国
家
に
租
税
を
支
払
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
実
に
一
体
、
か
れ
ら
が
腐
敗
か
ら
保
護
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が

ポ
ー
フ
ル

で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
貧
者
の
排
除
は
偶
然
で
し
か
な
く
、
し
か
も
、
こ

ア
ル
チ
.
サ
ン

の
排
除
は
手
工
業
者
た
ち
に
と
っ
て
競
争
心
の
対
象
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と

述
べ
、
委
員
会
案
に
賛
成
し
た
の
で
あ
る
。

被
選
挙
資
格
に
つ
い
て
の
審
議
が
開
始
さ
れ
た
の
は
一

O
月
二
八
日
で
あ

ヱ
レ
ク
ト
ウ
ー
ル

っ
た
。
委
員
会
案
に
よ
れ
ば
、
第
一
次
会
に
お
い
て
「
選
挙
人
」
に
選
ば
れ

る
に
は
一

O
労
働
日
の
地
方
価
額
に
等
し
い
直
接
税
の
支
払
い
が
必
要
と
さ

れ
て
い
た
。
議
会
は
こ
の
要
件
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
議
論
す
る
こ
と
な
く
委

内

5
v

員
会
案
通
り
可
決
し
た
。

相
f:tし
ーか
変し
し固
た官民
。、議

委会
員議
会員
案の
は被
選
国挙
民資
議格
会 tこ
議つ
員い
とて
しの
て審
選議
出が
さ始
れま
るる
fこと
め様

~t法29(2 ・ 73)205

の
要
件
と
し
て
、
銀
一
マ
ル
ク
の
価
額
に
等
し
い
租
税
の
支
払
い
を
要
求
し

て
い
た
が
、
こ
れ
に
反
対
し
修
正
を
要
求
す
る
意
見
が
相
次
い
だ
。
し
か
し

な
が
ら
、
最
終
的
に
は
ピ
ゾ
ン
・
デ
ュ
・
ガ
ラ
ン
(
虫
m
g
L
C
O丘
一
白
色
)
の



料

「
銀
一
マ
ル
ク
の
価
額
に
等
し
い
租
税
に
加
え
て
、
な
ん
ら
か
の
土
地
を
有

し
て
い
る
こ
と
」
と
い
う
修
王
案
が
票
決
に
付
さ
れ
、
圧
倒
的
多
数
で
可
決

(
7
v
 

さ
れ
た
。

資

選
挙
制
度
に
関
す
る
諸
規
定
は
そ
の
後
も
順
次
審
議
さ
れ
、
結
局
一
一
一
月

二
一
一
目
、
「
第
一
次
会
お
よ
び
行
政
会
の
設
立
に
つ
い
て
の
デ
ク
レ
」
(
り
か
口
足
同

曽

q
r
g
E色
丹

c
z
o
=
ι
2
吉
田
E
Z
b
2
甘ユ
E
3
3
m
m同

ι
2
5月
E
r
r
z

〈

8
〉

と
し
て
議
決
さ
れ
た
。

包
E
古
百
円
『
白
神
ぞ

2
)

」
の
デ
ク
レ
は
制
限
・
間
接
選
挙
制
を
採
用
し
て
お
り
、
悶
民
談
会
議
員

は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
手
続
と
条
件
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
。

ω国
民
議
会
選
挙
の
単
位

1.t国
は
県
に
、
県
は
デ
ィ
ス
ト
リ
グ
卜
に
、

デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
は
カ
ン
ト
ン
に
そ
れ
ぞ
れ
区
分
さ
れ
、
国
民
議
会
議
員
選

挙
は
県
を
単
位
と
し
て
行
な
わ
れ
る
門
前
文
第
一
条
、
第
二
条
、
第
一
二
条
、

第
四
条
ゴ
こ
の
よ
う
な
行
政
区
分
に
よ
っ
て
、
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
下

の
行
政
区
分
の
混
乱
状
態
を
除
去
し
、
近
代
的
な
意
味
で
の
統
一
的
な
行
政

単
位
を
確
立
す
る
た
め
の
形
式
が
整
備
さ
れ
た
。
な
お
、
国
民
議
会
の
議
員

数
は
王
国
の
県
の
数
に
九
を
か
け
た
も
の
に
等
し
く
、
し
か
も
そ
の
数
は
正

国
の
す
べ
て
の
県
の
聞
で
、
地
域
・
人
口
・
直
接
税
の
三
つ
の
比
率
に
従
つ

(
9
v
 

て
配
分
さ
れ
る
(
第
一
款
第
二
六
条
、
第
二
七
条
)
。

、3ノ口
口
第
一
次
会
|
能
動
市
民
の
み
が
、
カ
ン
ト
ン
を
単
位
と
し
て
組
織
さ
れ

/
{
¥
 

る
第
一
次
会
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
第
一
款
第
一
条
、
第
二
条
)

6

能

北i'.t;29(2・74)206

動
市
民
と
は
、
①
生
来
の
フ
ラ
ン
ス
人
も
し
く
は
フ
ラ
ン
ス
に
帰
化
し
た
も

の
で
、
②
満
二
五
才
以
上
の
男
子
で
あ
り
、
③
少
な
く
と
も
一
年
以
上
、
そ

の
カ
ン
ト
ン
に
事
実
上
の
住
所
を
有
し
、
④
三
労
働
日
の
価
額
に
等
し
い
直

接
税
を
支
払
い
、
③
J

僕
糾
つ
ま
り
被
備
の
奉
公
人
の
身
分
に
な
い
も
の
を
指

す
(
第
一
款
第
三
条
)
。
な
お
、
「
選
挙
人
」
は
当
該
カ
ン
ト
ン
の
す
べ
て
の
被

選
挙
資
格
市
民
の
中
か
ら
、
選
任
す
べ
き
「
選
挙
人
」
の
二
倍
の
名
簿
の

回
だ
け
の
投
票
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
(
第
一
款
第
一
八
条
、
第
二

O
条)。

被
選
挙
資
格
市
民
と
は
、
能
動
市
民
の
資
格
に
加
え
て
、
少
な
く
と
も
一

O

労
働
日
の
地
方
側
額
に
等
し
い
直
接
税
を
支
払
う
市
民
の
こ
と
で
あ
る
(
第

一
款
第
一
九
条
)
。

-
川
県
選
挙
会
|
第
一
次
会
と
国
民
議
会
の
聞
に
は
、
た
だ
一
つ
の
中
間
的

選
挙
段
階
の
み
が
存
在
し
、
県
選
挙
会
ま
た
は
単
に
選
挙
会
と
呼
ば
れ
る

(
第
一
款
第
一
二
条
〕
。
第
一
次
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
「
選
挙
人
」
は
、

閣
内
毎
に
選
挙
会
を
組
織
し
、
国
民
議
会
議
員
を
選
任
す
る
(
第
一
款
第
二
二

条
)

0・w
国
民
議
会
議
員
選
挙

l
国
民
議
会
議
員
は
単
記
投
票
に
よ
り
、
し
か
も

投
票
の
絶
対
多
数
で
選
出
さ
れ
る
(
第
一
款
第
二
五
条
〉
。
投
票
凹
数
は
三
回

ま
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。
国
民
議
会
議
員
の
被
選
挙
資
格
者
で
あ
る
た
め
に



は
、
銀
一
マ
ル
ク
の
価
額
に
等
し
い
直
接
税
を
支
払
い
、
か
っ
そ
の
他
に
な

ん
ら
か
の
土
地
を
所
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ハ
第
一
款
第
三
二
条
)
。
な
お
、

命
令
的
委
任
は
明
確
に
禁
止
さ
れ
た
(
前
文
第
八
条
、
第
一
一
条
)
。

こ
の
デ
ク
レ
は
、
一
七
九

O
年
一
月
に
行
な
わ
れ
た
地
方
選
挙
と
一
七
九

一
年
六
月
以
降
に
実
施
さ
れ
た
立
法
議
会
選
挙
に
適
用
さ
れ
一
明

付

戸

1
1
〉
革
命
期
の
選
挙
法
を
扱
っ
た
文
献
と
し
て
は
、
テ
ュ
ヴ
ニ
ィ
氏
の

も
の
の
ほ
か
に
、
〈
。

EZ}丹
分
間
』

E
E
5
2・ト
A
W

凡さ同同市川町内町円。、早
h

V
2
N
A出
S
ヨ
H

N

Q

』

Nι

中州、。円
Nh
足。
s

k
，、
a
忘
R
N
E
m
y
(
同ν
♀
昨

Moa-
一u
-
M〉・

辻
村
み
よ
子
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
選
挙
権
論
!
主
権
理
論
と
の
交

錯
」
(
『
一
橋
論
叢
」
第
七
八
巻
第
六
号
、
一
九
七
七
)
が
あ
る
。

つ
ノ
』
)
こ
の
当
時
、
憲
法
制
定
議
会
で
指
導
権
を
握
っ
て
い
た
党
派
は
ラ

フ
ァ
イ
エ
ツ
ト
派
と
呼
ば
れ
た
議
員
の
一
団
で
あ
り
、
そ
れ
は
平
命

勢
力
の
最
上
層
部
に
属
す
る
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
(
小

林
良
彰
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
入
門
』
一
一
一
一
書
房
・
一
九
七
八
、
一
一
二

三
頁
)
。
ま
た
、
七
月
一
四
日
の
バ
ス
チ
ー
ユ
攻
略
に
続
く
パ
り
や
地
方
の

民
衆
蜂
起
、
そ
し
て
一

O
月
五
、
六
日
に
起
こ
っ
た
パ
リ
民
衆
の
ヴ

ヱ
ル
サ
イ
ユ
行
進
は
、
議
会
で
多
数
を
占
め
て
い
た
上
、
中
層
ブ
ル

ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
民
衆
に
対
す
る
恐
怖
感
を
抱
か
せ
、
議
会
の
審
議
に

少
な
か
ら
ざ
る
影
響
を
与
え
た
門
門
ゲ
ピ
え
5
5
F
毛
-
。
~
?
℃

M
-
1
1
1
N
ω

〉。

選
挙
資
格
お
よ
び
被
選
挙
資
格
に
つ
い
て
の
審
議
は
、
こ
の
よ
う

フ汐ンス選挙制度史

な
状
況
の
下
で
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
3
)
第
四
の
要
件
に
関
す
る
審
議
に
つ
い
て
は
、
〉
・
同
J

?

?

?

∞
・
官
・
ム
〕
可

ω・

ハ
4
)
反
対
演
説
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

グ
レ
ゴ
ワ

l
ル
(
革
命
派
僧
似
の
指
導
者
)
は
、
何
よ
り
も
ま
ず

「
富
者
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ

l
」
を
恐
れ
、
第
一
次
会
に
お
け
る
選

必
ず
、
資
裕
と
し
て
は
「
健
全
な
判
断
力
と
フ
ラ
ン
ス
精
神
を
持
ち
合
わ

オ
シ
・
シ
ト
ワ
イ
ヤ
ン

せ
た
良
き
市
民
」
で
足
り
る
と
し
た
。

デ
ュ
ポ
ー
ル
(
一
二
一
朗
派
の
一
人
)
は
、
「
諸
君
は
市
民
の
資
格
を
誰

に
認
め
、
誰
に
拒
否
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
本
条
は
、
自
然
の
秩
序
に
お
い
て
は
何
の
意
味
も
も
た
な

い
財
産
を
何
か
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。
本
条
は
人
権
宣
言
に
反

し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
人
権
宣
言
を
根
拠
に
税
額
要
件

に
反
対
し
た
。

ロ
ベ
ス
ピ
エ
l
ル
は
、
一
ア
ュ
ポ
!
ル
の
意
見
を
敷
街
す
る
形
で
次

の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
す
べ
て
の
市
民
は
誰
で
も
、
あ
ら
ゆ
る
段
階
の

代
表
と
な
る
こ
と
を
要
求
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
以
上
に

諸
君
の
人
権
宣
言
に
適
合
す
る
も
の
は
な
い
。
人
権
宣
言
の
前
で

は
、
す
べ
て
の
特
権
、
す
べ
て
の
差
別
、
す
べ
て
の
例
外
は
消
滅
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
憲
法
は
、
主
権
が
人
民
に
つ
ま
り
人
民
を
構

成
す
る
す
べ
て
の
個
人
に
存
す
る
と
定
め
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
各
個

人
は
、
自
分
が
強
制
さ
れ
る
法
律
の
制
定
と
自
分
の
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
公
務
の
管
理
と
に
協
力
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
さ
も
な

ゴヒ法29(2・75)207



キ;

け
れ
ば
、
す
べ
て
の
人
聞
が
権
利
に
お
い
て
平
等
で
あ
り
、
す
べ
て

の
人
間
が
市
民
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
真
実
で
な
く
な
る
」
(
こ
の
発

言
に
は
、
ル
ソ
l
の
人
民
主
権
論
の
影
響
が
明
瞭
に
見
ら
れ
る
〉
。

最
後
に
、
ド
ヮ
フ
ェ
ル
モ
ン
(
パ
リ
選
出
の
王
党
派
議
員
)
は
、

税
額
要
件
に
反
対
し
て
「
社
会
は
所
有
者
に
服
従
し
て
は
な
ら
な

い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
貧
者
よ
り
も
数
の
少
な
い
富
者
の
ア
リ
ス
ト

ク
ラ
シ
ー
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
た
。

以
上
の
発
言
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
反
対
論
の
論
拠
は
、
ひ
と

つ
は
「
富
者
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ

l
」
論
に
、
も
う
ひ
と
つ
は
人
権

宣
言
の
援
用
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
の
論
理
構
造
は
、
税
額
を
基

礎
と
し
た
制
限
選
挙
に
よ
っ
て
富
者
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
を
成
立

さ
せ
る
こ
と
は
人
権
宣
言
が
保
障
し
た
「
人
民
主
権
」
や
「
権
利
の

平
等
」
に
反
し
て
杵
さ
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
税
額
要
件
に
賛
成
す
る
人
々
は
、
か
れ
ら
の
「
持

た
ざ
る
人
々
」
に
た
い
す
る
蔑
視
を
、
シ
エ
|
ス
の
論
理
に
よ
っ
て

正
当
化
し
た
の
で
あ
る
。

(
5
)

〉
-
H
Y
-
-
・
ω
J

ゲ
少
司
・
印
可
・

ハ
6
)

国
民
議
会
議
員
の
被
選
挙
資
格
に
関
す
る
審
議
に
つ
い
て
は
、

足
止
九
-w
匂・印∞∞・

〈

7
〉
国
民
議
会
議
員
の
被
選
挙
資
格
は
、
最
終
的
な
承
認
を
受
け
る
前

に
再
度
問
題
と
さ
れ
た
。
一
二
月
七
日
、
憲
法
委
員
会
は
「
第
一
回

ヱ
レ
ク
ト
ウ
ー
ル

投
票
で
選
挙
人
の
投
票
の
四
分
の
三
を
獲
得
し
た
す
べ
て
の
市
民
は

資

議
員
と
な
る
た
め
に
必
要
な
他
の
要
件
を
免
除
さ
れ
る
」
と
い
う
提

案
を
行
な
っ
た
。
こ
の
提
案
は
ル
デ
ラ
ー
ほ
か
幾
人
か
の
議
員
に
よ

っ
て
積
極
的
に
支
持
さ
れ
た
が
、
結
局
四
五
三
対
四
四
三
の
一

O
票

差
で
否
決
さ
れ
た
(
〉
・
匂
J

一
-
了
同
・
一
0

・司
-

A
一
品
ー
ー
さ
己
。

(
8〉
デ
ク
レ
の
正
文
に
つ
い
て
は
、
〉
町
一
同
二
-
F
-
?
二

崎

市

-
S
一l
l

-
U
印
・
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
『
一
七
九
一
年
憲
法
の
資
料
的

研
究
』
ハ
一
九
七
二
)
九
八
l
一
O
六
頁
。

(
9
)

議
員
定
数
の
配
分
の
基
礎
と
し
て
直
接
税
を
用
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
各
地
域
の
国
家
に
対
す
る
貢
献
の
度
合
を
考
慮
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
税
額
に
よ
る
制
限
選
挙
と
同
じ
く
シ
エ

l
ス
の
論
理
に

従
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
叩
)
一
一
一
月
一
一
一
一
日
の
デ
ク
レ
に
た
い
し
て
は
、
最
初
一
部
の
著
述
家

を
除
く
と
民
衆
は
ほ
と
ん
ど
反
応
を
示
さ
な
か
っ
た
。
著
述
家
が
主

に
批
判
し
た
の
は
、
議
員
の
被
選
挙
資
格
で
あ
る
銀
一
マ
ル
ク
の
税

額
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
ル
ス
タ
ロ

P
C
B
S
-
E
C
は
次
の
よ
う
に
主
張

し
た
。
「
こ
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
の
は
富
者
の
ア
リ
ス
ト

ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
。
・
・
:
唯
一
か
つ
永
久
不
変
の
被
選
挙
資
格
は
い

ず
れ
に
し
て
も
代
表
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
の
信
頼
で
あ
る
。

(
こ
の
デ
ク
レ
に
よ
れ
ば
)
社
会
契
約
論
の
著
者
は
被
選
挙
資
格
者

た
り
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
現
在
の
最
も
立
派
な
制
憲
議
員
は

も
は
や
被
選
挙
資
格
者
た
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
」
。
ま
た
、
の
ち
に
モ

ン
タ
l
ニ
ユ
派
の
政
治
家
と
な
っ
た
カ
ミ
l
ュ
・
デ
ム

l
ラ
ン
ハ
h
m
l

自
己

F
U
S
E
E
-
z
c

は
、
デ
ク
レ
に
抗
議
し
て
「
一
七
八
九
年

;Jtit29(2・761208



付フランス選挙制度史

一
二
月
一
一
一
一
日
の
デ
ク
レ
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ

l
の

凶
家
と
し
て
構
成
し
て
し
ま
っ
た
。
・
:
・
こ
の
デ
ク
レ
の
不
条
理
性

を
感
得
せ
し
め
る
に
は
、
ジ
ャ
ン

H
ジ
ヤ
ヅ
ク
・
ル
ソ

l
、
コ
ル
ネ

イ
ユ
そ
し
て
マ
プ
リ
の
い
ず
れ
も
が
こ
の
デ
ク
レ
に
よ
れ
ば
被
選
挙

資
格
を
も
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
る
だ
け
で
十
分
で
あ

る
。
:
:
・
能
動
市
民
と
は
、
バ
ス
チ
ー
ユ
を
攻
略
し
た
人
々
の
こ
と

で
あ
り
、
田
畑
を
開
墾
す
る
人
々
の
こ
と
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ

た

一
七
九

O
年
に
な
る
と
、
コ
ン
ド
ル
セ

1
が
議
会
の
事
務
局
に
抗

議
文
を
提
出
し
た
り
、
パ
リ
の
二
七
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
が
国
民
議

会
に
た
い
し
て
銀
一
マ
ル
ク
に
反
対
す
る
請
願
を
行
な
う
な
ど
、
パ

リ
に
お
け
る
世
論
の
動
き
は
活
発
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
六
月
一
二

O

日
に
は
マ
ラ
l
(
ζ
買
え
)
が
か
れ
の
発
行
し
て
い
る
新
聞
「
人
民

の
友
』
の
中
で
、
「
革
命
が
貧
し
い
民
衆
の
蜂
起
に
負
う
て
い
る
の

は
た
し
か
で
あ
る
。
:
:
・
も
し
富
者
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
が
貴
族

の
そ
れ
に
と
っ
て
代
わ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
貴
族
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ

シ
i
を
破
壊
し
て
一
体
何
を
獲
得
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
」

と
述
べ
て
、
「
富
者
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ

l
」
論
を
展
開
し
た
。

ν
ピ
ユ
プ
り
カ
ン
デ
毛
タ
ヲ
ヴ
ト

一
七
九
一
年
に
は
共
和
派
や
民
主
派
の
前
進
に
よ
り
、
デ
ク
レ
に

た
い
す
る
反
対
運
動
は
著
し
く
激
化
し
た
。
た
と
え
ば
、
一
二
月
一
五

日
に
は
ロ
ラ
ン
夫
人
が
富
者
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
l
に
抗
議
し
、
四

月
二

O
日
に
は
ロ
ベ
ス
ピ
エ

i
ル
が
コ
ル
ド
リ
エ
ク
ラ
ブ
で
選
挙
権

の
制
限
に
反
対
す
る
演
説
を
行
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
非
常
な
反
響
を

呼
び
、
と
り
わ
け
ロ
ベ
ス
ピ
エ
l
ル
は
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
民
衆
の

人
気
を
獲
得
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
税
額
に
よ
る
制
限
選
挙
制
に
反
対
す
る
運
動

は
い
ろ
い
ろ
な
ク
ラ
ブ
を
通
じ
て
砿
大
し
、
そ
れ
と
と
も
に
普
通
選

挙
の
理
念
も
パ
リ
の
民
衆
の
問
に
普
及
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
、
詳

し
く
は
、

F

E丘
一
三
市

F

8・
2
7
℃・

2
l主
目
、
H
，
E
Sコア

D
℃
・
門
戸
件
・
・
℃
・
目
ω
l
l
m
m
.

一
二
、
一
七
九
一
年
九
月
三
日
憲
法

一
七
九
一
年
憲
法
は
、
フ
イ
ヤ
ン
派
の
指
導
権
の
も
と
口
v

同
年
八
月
五

(
2
v
 

日
の
ト
ゥ

l
レ
(
司
7
2
R同
)
報
告
を
基
礎
と
し
て
八
月
八
日
か
ら
審
議
さ

れ
九
月
三
日
に
可
決
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
憲
法
は
冒
頭
に
一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
を
置
き
、
本
文
は
七
篇
二

O
七
条
か
ら
成
る
。
選
挙
制
度
に
つ
い
て
は
、
一
七
八
九
年
一
二
月
二
二
日

hs) 

の
デ
ク
レ
が
修
正
な
い
し
補
完
さ
れ
て
規
定
さ
れ
た
。

ω立
法
議
会
選
挙
の
単
位

l
ギ
国
は
八
三
県
に
、
県
は
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト

に
、
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
は
カ
ン
ト
ン
に
そ
れ
ぞ
れ
区
分
さ
れ
る
(
第
二
篇
第

一
条
)

o

立
法
府
の
議
員
数
は
七
四
五
人
と
定
め
ら
れ
、
こ
れ
が
地
域
・
人
口

北法29(2・77)209

-
直
銭
税
の
三
つ
に
比
例
し
て
王
国
を
構
成
す
る
八
三
県
に
配
分
さ
れ
る

(
第
三
篇
第
一
章
第
一
節
第
一
条
、
第
二
条
d

。
な
お
、
議
員
選
挙
は
県
単
位

で
行
な
わ
れ
る
。



ギ}

川
第
一
次
A
L
-
-
h
能
動
市
民
は
立
法
国
民
議
会
を
形
成
す
る
た
め
に
、
二
年

毎
に
都
市
お
よ
び
カ
ン
ト
ン
の
第
一
次
会
に
集
合
す
る
(
第
二
節
第
一
条
)
。

資

能
動
市
民
と
は
、
①
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
生
ま
れ
、
も
し
く
は
フ
ラ
ン
ス
に

帰
化
し
た
も
の
で
、
②
満
二
五
才
に
達
し
、
③
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ

た
時
期
以
降
そ
の
都
市
ま
た
は
カ
ン
ト
ン
に
住
所
を
有
し
、
④
王
国
の
い
か

な
る
地
に
お
い
て
で
あ
れ
、
少
な
く
と
も
三
労
働
日
の
価
額
に
等
し
い
直
接

税
を
支
払
い
か
っ
そ
の
領
収
支
回
を
提
示
し
、
⑤
僕
稗
つ
ま
り
被
備
の
奉
公
人

の
身
分
に
な
く
、
⑥
そ
の
住
所
の
市
町
村
に
お
い
て
国
民
衛
兵
台
帳
に
登
録

さ
れ
、
⑦
公
民
宣
習
を
行
な
っ
た
者
を
指
す
(
第
二
節
第
二
条
J

。
⑥
・
⑦
が

新
た
に
直
加
さ
れ
た
婆
何
で
あ
る
。
第
一
次
会
に
お
い
て

な
お
、

「
選
挙

人
」
に
選
出
さ
れ
る
に
は
、
能
動
市
民
で
あ
る
た
め
に
必
要
な
条
件
に
加
え

て
、
地
方
に
よ
っ
て
一
五

O
l二
O
O労
働
日
の
価
額
に
相
当
す
る
収
入
が

あ
る
と
評
価
さ
れ
た
財
産
所
有
者
も
し
く
は
用
淡
権
者
、
あ
る
い
は
四

0
0

労
働
日
に
相
当
す
る
財
産
の
定
額
小
作
人
も
し
く
は
分
益
小
作
人
で
あ
る
こ

(
5
、

と
な
ど
が
要
求
さ
れ
た
(
第
二
節
沼
七
条
J

o

こ
の
規
定
が
一
七
八
九
年
の
デ

ク
レ
と
最
も
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
議
員
被
選
挙
資
格
要
件
で
あ
っ
た
銀

一
マ
ル
ク
の
廃
止
と
ひ
き
か
え
に
議
決
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

似
選
挙
会
|
「
選
挙
人
」
は
、
そ
の
県
に
選
任
を
委
ね
ら
れ
た
数
の
議
員

ジ
ユ
プ

ν
ア
ン

お
よ
び
議
員
の
数
の
三
分
の
一
に
等
し
い
補
充
者
を
選
挙
す
る
た
め
に
集
合

ず
る
(
第
一
二
節
第
一
条
)
。

加
立
法
議
会
議
員
選
挙

l
談
員
お
よ
び
補
充
者
は
、
投
票
の
絶
対
多
数
で

選
挙
さ
れ
(
回
数
の
制
限
は
な
い
)
、
し
か
も
そ
の
県
の
能
動
市
民
の
中
か
ら

で
な
け
れ
ば
選
ば
れ
る
こ
と
が
で
主
な
い
(
第
三
節
第
二
条
)
。
た
だ
し
、
銀

一
マ
ル
ク
の
要
仰
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
能
動
市
民
が

身
分
、
職
業
あ
る
い
は
組
税
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
議
員
と
し
て
選
出
さ
れ
う

る
こ
と
に
な
っ
た
(
第
三
一
節
第
三
条
)
。
そ
の
ほ
か
に
、
再
選
の
制
限
(
第
一
一
一

節
第
六
条
)
や
命
令
的
委
任
の
禁
止
〈
第
三
節
第
七
条
)
な
ど
が
規
定
さ
れ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
一
七
九
一
年
憲
法
も
一
七
八
九
年
一
二
月
一
一
一
一
日
の
デ

ク
レ
と
同
じ
く
制
限
・
間
接
選
挙
制
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

憲
法
制
定
議
会
が
制
定
し
た
諸
法
令
の
集
大
成
で
あ
る
一
七
九
一
年
憲
法

t土

一
方
で
、
絶
対
王
制
を
否
定
(
国
民
主
権
の
原
則
お
よ
び
権
力
分
立
の

原
則
の
採
用
)
し
、
他
方
で
、
政
治
に
参
加
し
う
る
者
を
社
会
秩
序
の
維
持

に
十
分
切
実
な
利
害
関
心
を
有
す
る
財
産
所
有
者
に
限
定
へ
制
限
・
間
接
選

挙
制
の
採
用
〉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
産
者
の
寡
頭
支
配
(
「
富
者
の
ア
リ
ス

《

6
)

ト
ク
ラ
シ

l
bを
樹
立
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
有
産
者
寡
頭
支
配
制
は
経
済
危
機
や
対
外
戦
争
の

敗
北
な
ど
を
背
反
に
し
た
パ
リ
の
民
衆
の
激
し
い
圧
力
に
よ
っ
て
一
時
的
に

動
揺
す
る
こ
と
に
な
る
。
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l
 

J

「

一
七
九
一
年
七
月
一
六
日
、
ラ
メ
ツ
ト
派
円
ラ
メ
ッ
ト
、
パ
ル
ナ

l
ヴ
、
デ
ュ
ポ
ー
ル
が
中
心
)
が
ジ
ャ
コ
パ
ン
・
ク
ラ
プ
か
ら
分
離

し
て
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
派
と
合
同
し
、
フ
イ
ヤ
ン
派
を
結
成
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
有
選
挙
資
格
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
代
表
す
る
フ
イ

ヤ
ン
派
が
制
憲
議
会
の
多
数
派
と
な
っ
た
ハ
ソ
9

ア
ー
ル
、
前
掲
訳
書
、

二
ハ
一
頁
、
小
林
、
前
掲
書
、
一
五
六
頁
)
。

戸

2
d
〉
・
℃
ニ
プ

ω
J

ケ

M

P

℃-
M
O
吋
l
叫-吋・

(
3
d
選
挙
制
度
に
つ
い
て
の
審
議
は
、
八
月
一

O
日
以
降
に
行
な
わ
れ

た
(
芯
ミ
J

℃・

ωωω

コ・)。

審
議
過
程
に
お
い
て
注
円
さ
れ
る
こ
と
は
、
制
限
選
挙
を
正
当
化

す
る
論
理
と
し
て
、
「
選
挙
権
公
務
論
」
が
展
開
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

ま
ず
、
ト
ゥ

1
レ
は
「
選
挙
人
」
と
し
て
選
は
れ
る
た
め
の
要
件

と
し
て
新
た
に
「
四

O
労
働
日
の
価
額
に
等
し
い
直
接
税
の
支
払

い
」
を
提
案
す
る
に
あ
た
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
被
選
挙
資
格

の
た
め
の
規
範
や
要
件
を
定
め
て
い
な
い
憲
法
は
存
在
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
は
、
ご
く
最
近
に
お
い
て
さ
え
、

及
川
四
フ
ラ
ン
ス
よ
り
も
は
る
か
に
厳
格
な
要
件
を
設
け
て
い
る
。

ヒ
ク
シ
オ
ン

選
挙
区
毎
予
選
挙
を
行
な
う
こ
と
が
し
い
ら
れ
、
ま
た
間
接
選
挙
を

認
容
す
る
こ
と
が
し
い
ら
れ
て
い
る
時
、
人
口
の
多
い
国
家
に
お
い

て
は
こ
の
要
件
の
必
要
性
が
よ
り
強
く
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

エ
ν
ク
ト
ク

1
V

コ
ミ
ジ
ョ
ン
・
，
ヒ
ユ
フ
リ

y
ク

て
、
選
挙
人
の
資
格
は
公
的
委
任
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の

委
任
に
つ
い
て
は
国
の
公
権
力
が
規
制
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
」

(
1
d
 

フランス選挙制度史

(
m
F
h
h
N

・官・

ω印
由

1iω
印
プ
)
。

ま
た
、
パ
ル
ナ
!
ヴ
(
密
円

E
2
)
は
「
委
員
会
の
意
見
に
反
対

し
て
い
る
者
の
す
べ
て
は
、
か
れ
ら
、
が
用
い
た
方
法
の
次
の
よ
う
な

諜
り
に
お
い
て
一
致
し
て
い
た
。
か
れ
ら
は
民
主
制
と
代
表
制
と
を

混
同
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
が
た
め
に
、
か
れ
ら
は

フ
ォ
ン
ク
ジ
ョ
ン
・
.
己
ユ
プ
リ
ツ
ク

そ
れ
に
対
し
て
何
人
も
権
利
を
有
し
な
い
一
つ
の
公
務
に
す
ぎ
ず
、

ヱ
レ
ク
ト
ウ

E
U
M

託
会
が
自
ら
の
利
益
の
命
ず
る
が
ま
ま
に
免
除
し
う
る
選
挙
人
の
資

絡
と
人
民
の
諸
権
利
と
を
混
同
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
.• 

フ
ォ
ン
ク
シ
ヨ
ン

・
・
選
挙
人
の
職
務
は
権
利
で
は
な
い
。
各
選
挙
人
は
も
う
一
度
全
体

の
た
め
に
職
務
を
行
な
う
の
で
あ
る
。
能
動
市
民
が
選
挙
人
を
任
命

す
る
の
も
全
体
の
た
め
で
あ
る
。
託
会
の
み
が
選
挙
人
と
な
り
う
る

諸
条
件
を
定
め
る
こ
と
が
で
主
る
の
で
あ
る
。
:
:
:
こ
の
三
つ
の
保

障
〈
知
識
・
公
的
問
題
へ
の
関
心
・
財
産
の
独
立
)
が
最
も
一
般
的

ク
ヲ
ス
・

γ
ユペ

η
ユ
1
ル

亡
見
い
だ
さ
れ
る
の
が
土
流
階
級
に
お
い
て
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

が
真
実
で
あ
る
と
し
て
も
(
下
層
の
〉
市
民
階
級
に
お
い
て
も
見
い

だ
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
等
し
く
真
実
で
あ
る
。
か
れ
ら
(
下

層
)
市
民
階
級
は
財
産
を
全
く
も
っ
て
い
な
い
の
で
、
生
活
の
必
要

の
た
め
に
絶
え
ず
直
按
労
働
す
る
こ
と
を
し
い
ら
れ
、
選
挙
を
す
る

の
に
必
要
な
い
か
な
る
知
識
も
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
現
在
の

社
会
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
に
も
あ
ま
り
強
い
関
心
た
抱
い
て
は
い

な
い
。
結
局
、
か
れ
ら
は
絶
え
ず
生
活
に
追
わ
れ
、
一
寸
で
も
仕
事

を
失
え
ば
極
貧
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
毎
日
を
送
っ
て
い

る
の
で
、
か
れ
ら
は
富
の
側
か
ら
の
買
収
に
よ
る
選
挙
支
配
の
た
め
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料

の
極
め
て
容
易
な
手
段
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
、
中
時
階
級
〈
E
n
-
2
8
ヨ
cヨ
ロ
ミ
)
に
こ
そ
、
選
挙
人
を

求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
(
与
え
J

匂・

8
印
1
8∞
・
訳

に
つ
い
て
は
、
杉
原
、
前
掲
書
、
二
四
二
、
二
四
四
頁
を
参
照
づ
こ

の
発
言
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
パ
ル
ナ
l
ヴ
は
新
し
い
社
会
の
担

い
手
と
し
て
、
新
体
制
に
敵
対
し
て
い
た
上
流
階
級
や
革
命
を
さ
ら

に
前
進
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
下
層
の
民
衆
で
は
な
く
、
現
夜
の
社

会
秩
序
の
維
持
に
十
分
切
実
な
利
害
関
心
を
も
っ
て
い
た
中
市
段
階
級

を
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
パ
ル
ナ
l
ヴ
に
つ
い
て
、
詳

し
く
は
、

M
M
・
-
開
・
切
♀
ω
m
g
c
y
h君
。
k
v
h
ミ
S
旬
、
え
た
々
ミ
句
是

切
ぬ
、
と
邑
ぜ
h

y

(

同)ω
『

2
.
一
回
一
u
v
'

(
4ゾ
一
七
九
ア
王
取
法
の
正
文
に
つ
い
て
は
、
「

U
Z同
E
デ
戸
云
?

ロ
ロ
円
。
岡
田
え
剛
山
・
∞
O
ココ
2

L

-

h
内

M
E
選
句
史
叫
N
h
H
民
。
活
向
、
H

N

2

M

官、民川崎町民
l

h
v
a
N
F
的
同
。
ご
』
v
s
ご
に
屯
叉
ぬ
句
え
ぬ

N
Q

句
、
ぬ
芯
円
均
九
戸
市
N
a
Z
H
u
w
∞
u
・吋
a
W

E
-
-
(
F
E
-
-
U印叫
)w

官
一
I
I
8
w

野
村
、
前
掲
書
、
四
四
三

i
四

六
六
頁
、
『
一
七
九
一
年
憲
法
の
資
料
的
研
究
』
、
二
回

l
八
一
一
良
。

(
5
)

こ
の
規
定
に
つ
い
て
の
審
議
は
、
八
月
二
七
日
に
行
な
わ
れ
た

が
、
ル

l
ベ
ル
(
閉
山
命
者

g一
一
)
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
的

に
は
委
員
会
案
が
一
部
修
正
さ
れ
て
可
決
さ
れ
た
(
〉
・
同
y
-
一
-
F
-

同
・
日
坦
噌
同
γ

〕可品〕
1
1
1
i

〕可印
o
d
o

な
お
、
当
時
、
職
人
、
労
働
者
、
日
勝
人
、
失
業
者
、
貧
農
は
租

税
を
納
め
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
納
税
と
い
う
要
件
だ
け
で
選
挙
権

は
か
な
り
制
限
さ
れ
た
。
結
局
、
第
一
次
会
に
参
加
す
る
こ
と
、
が
で

資

き
る
者
は
、
少
な
く
と
も
手
工
業
の
親
方
や
小
商
庖
主
あ
る
い
は
中

農
以
上
の
者
に
限
定
さ
れ
た
(
小
林
、
前
掲
議
、
一
五
九
頁
)
。
当
時

の
フ
ラ
ン
ス
の
成
年
男
子
七

O
O万
人
に
た
い
し
て
、
能
動
市
民
は

四
三

O
万
人
、
「
選
挙
人
」
は
図
、
五
万
人
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
と
さ
れ

て
い
る

Q
・
0
2
r
n
r
cデ
ド

2

H
ま
ミ
言
え
。
ま
弘
、
宮
、
、
a
R
d

=
E
E
』川和

5
2
H
m
g
丘
、
同
語
、

hz・
3
3・
3
8・
官

-a-

』・
I
河・

ω
Z
3
2
2
2・
2
出
ゆ
広

2

2

5
白子。
z
g
【

r
w
F
A
ω
o
n
-
-
-
D四
炉
内

色

2同
s
r
v
℃
C
口
円
で
か
司
C
』
己
。

ι。
-
印
刷
耐
血
中
〈

O
一三
-cロ
『

E
Z
2
2
%
-

k

山
き
と

2
(阿
-

h

叫
・
。
・
)
一
也
町
田
・
同
》
・
印

E-
印
8
・
桑
原
武
夫
編
『
フ

ラ
ン
ス
革
命
の
研
究
』
岩
波
書
庖
・
一
九
五
九
、
一

O
五
頁
参
照
)
。

(
6
)
後
に
、
共
和
三
年
憲
法
の
雰
議
過
程
の
中
で
、
あ
る
議
員
(
F
E
l

長
乙
は
、
一
七
九
一
戸
主
恕
法
が
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
三
身
分

間
の
区
別
を
廃
止
し
た
後
に
、
選
挙
会
の
創
設
に
よ
っ
て
以
下
の
よ

う
な
新
し
い
四
身
分
を
つ
く
り
だ
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ

ち
、
第
一
に
、
何
も
支
払
わ
な
い
者
、
も
し
く
は
必
要
な
税
額
以
下

の
税
し
か
払
わ
な
い
の
で
政
治
的
諸
権
利
を
行
使
し
え
な
い
者
、
第

二
に
、
議
員
で
は
な
く
「
選
挙
人
」
を
選
出
す
る
能
動
市
民
の
ク
ラ

ス
、
沼
三
に
、
よ
り
多
額
の
税
を
支
払
う
市
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
「
選
挙
人
」
の
ク
ラ
ス
、
そ
し
て
第
四
に
、
議
員
に
選
出
さ
れ
る

ク
ラ
ス
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
一
七
九
一
年
憲
法
が
採
用

し
た
選
挙
制
度
の
政
治
的
帰
結
を
的
確
に
表
現
し
て
い
る
。
ポ

l
ダ

ン
の
発
言
に
つ
い
て
は
、
思
言
、

2
5
.
3
b
E述
内

E
ミ
S
R
I

H
R

ミ
ケ
叫
?
℃
-
N
印M
l
N
印ω
・
日
広
判
官
。
σ
ピ
三
戸
己
申
3
・
0
司・己岬
J
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司

M
M
N
・

第
三
節

国
民
公
会
と
普
通
選
挙
制

て
一
七
九
二
年
八
月
一
一
日
の
デ
ク
レ

憲
法
制
定
国
民
議
会
は
、
一
七
九
一
年
九
月
一
一
一

O
日
に
解
散
し
、
一

O
月
一

日
に
は
新
た
に
立
法
議
会
公
メ

ggzbこ
を
己
主
吉
)
が
召
集
さ
れ
な

し
か
し
な
が
ら
、
九
二
年
車
甘
か
ら
の
対
外
戦
争
を
契
機
と
し
て
急
激
に
高
ま

っ
た
託
会
的
緊
張
は
、
立
法
議
会
の
機
能
を
麻
暗
押
さ
せ
、
し
か
も
反
革
命
の

気
運
も
β

長
品
止
に
盛
り
あ
が
っ
た
。
こ
う
し
た
危
機
的
状
況
の
も
と
で
第
二
の

革
命
と
し
て
の
八
月
一

O
日
の
事
件
が
勃
発
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
日
、
パ

リ
の
サ
ン
・
キ
ュ
ロ
ヅ
ト
と
全
国
の
愛
国
者
の
代
表
と
も
い
う
べ
き
逮
蝦
兵

と
が
い
っ
せ
い
に
蜂
起
し
、
チ
ュ
イ
ル
リ
l
p，
王
宮
を
襲
撃
し
た
。
民
衆
の

付

圧
力
に
屈
し
た
議
会
は
、
た
だ
ち
に
王
権
の
停
止
を
宣
言
し
、
ま
た
新
憲
法

制
定
の
た
め
に
国
民
公
会
を
召
集
す
る
こ
と
を
決
定
し
な

八
月
一

O
日
の
革
命
は
、
選
挙
制
度
の
歴
史
に
お
い
て
も
一
大
事
件
で
あ

フランス選挙制度史

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
議
会
は
こ
の
日
ジ
ャ
ン
・
ド
ヴ
プ
リ
(
]
き
ロ
ロ
与
ミ
)
の

提
案
に
基
づ
い
て
、
「
将
来
、
特
に
次
の
国
民
公
会
の
形
成
の
た
め
に
、
二
五

才
で
、
一
年
以
上
住
所
を
有
し
、
し
か
も
自
己
の
労
働
の
収
益
で
生
活
す
る
す

べ
て
の
フ
ラ
ン
ス
人
ハ
回
カ
性
)
は
、
ほ
か
の
す
べ
て
の
能
動
市
民
と
同
様
に
い

か
な
る
差
別
も
な
し
に
、
第
一
次
会
で
投
票
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
」
と

宣
言
し
て
、
は
じ
め
て
男
子
普
通
選
挙
制
の
採
用
を
示
唆
し
た
の
で
あ
日
目

さ
ら
に
、
翌
一
一
日
に
は
、
「
国
民
公
会
の
召
集
方
法
に
関
す
る
デ
ク
レ
」

が
議
決
さ
れ
、
二
段
階
選
挙
制
は
維
持
さ
れ
た
が
、
能
動
市
民
と
受
動
市
民

の
区
別
お
よ
び
「
選
挙
人
」
に
選
ば
れ
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
て
い
た
税
額

要
件
は
い
ず
れ
も
廃
止
さ
れ
鳩

こ
の
八
月
一

O
日
の
革
命
に
よ
る
普
通
選
挙
制
の
樹
立
は
、
ジ
ヤ
コ
パ
ン

左
派
(
ロ
ベ
ス
ピ
エ
l
ル
や
マ
ヲ
ー
な
ど
)
の
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
サ

ン
・
キ
ュ
ロ
ッ
ト
の
政
治
運
動
と
が
交
錯
し
た
こ
と
の
政
治
的
成
果
と
し
て

現
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
受
動
市
民
、
手

工
業
者
、
小
商
山
主
な
ど
か
ら
な
る
都
市
の
サ
ン
・
キ
ュ
ロ
ッ
ト
が
政
治
の

表
舞
台
に
登
場
し
、
革
命
は
新
し
い
段
階
に
突
入
す
る
こ
と
に
な
る
。

f
l
d

立
法
談
会
選
挙
は
、
一
七
九
一
年
五
月
二
七
、
二
八
日
の
「
第
一

立
法
議
会
の
召
集
に
関
す
る
デ
ク

ν
」
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
、
六
月

に
第
一
次
会
が
、
八
月
下
旬
か
ら
九
月
上
旬
に
か
け
て
県
選
挙
会
が

そ
れ
ぞ
れ
開
催
さ
れ
た
。
第
一
次
会
に
お
け
る
投
票
率
は
き
わ
め
て

低
く
、
能
動
市
民
の
一

O
分
の
一
し
か
選
挙
に
参
加
し
な
か
っ
た

(
立
法
議
会
選
挙
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
口
市
「
同
公
ロ
戸
市
円
。
・
0
℃

-
n
F
了

ヤ

印

印

l
i町
一
山
〕
。

(

2

)

事
件
の
直
前
の
七
月
に
、
ロ
ベ
ス
ピ
ェ
l
ル
は
ジ
ャ
コ
パ
ン
・
ク
ラ

プ
員
や
連
盟
兵
に
た
い
し
て
、
王
権
の
停
止
、
立
法
議
会
の
解
散
、

普
通
選
挙
に
よ
る
国
民
公
会
の
召
集
を
説
く
演
説
を
行
な
っ
て
い
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料

た
。
ま
た
、
ピ
ヨ

l

H
ヴ
ア
レ

γ
ヌ
ー
〈
民
-
F
E仏
1
〈

R
2
5
ω
)
も

F

ラ
ブ
で
普
通
直
接
、
選
挙
に
よ
っ
て
国
民
公
会
議
員
を
選
出
す
る
こ
と

を
疑
案
し
て
い
た
(
吋

E
Sミ・

8
・
nF
同J

司
・
∞
ア
小
林
、
前
掲

替
、
一
八
三
頁
4
0

(
3〉
〉

-
m
-
一
?
?
宅
地
司
・
司
法
・

(

4

)

デ
ク
レ
の
審
議
過
程
お
よ
び
確
定
条
文
に
つ
い
て
は
、
〉
-
P
-

一-
m
J

ゲ
ム
∞
・
甘
-

M

∞
lω0
・
を
参
照
。

デ
ク
レ
の
第
二
条
は
、
能
動
市
民
と
非
能
動
市
民
の
区
別
を
廃
止

し
た
う
え
で
、
「
第
一
次
会
に
参
加
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
に
は
、

一
一
一
才
(
原
案
で
は
二
五
才
〉
以
上
で
、
一
年
以
上
住
所
を
有
し
、

自
己
の
労
働
の
収
入
も
し
く
は
生
産
物
で
生
活
し
、
し
か
も
僕
稗
の

身
分
に
な
い
フ
ラ
ン
ス
人
(
男
性
〉
で
あ
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
」

と
し
た
。
ま
た
、
「
選
挙
人
」
と
議
員
の
被
選
挙
資
格
要
件
に
つ
い
て

は
、
第
一
一
一
条
が
「
議
員
あ
る
い
は
選
挙
人
と
し
て
選
ば
れ
る
に
は
、

二
五
才
で
、
し
か
も
前
条
で
要
求
さ
れ
た
諸
条
件
を
備
え
る
こ
と
で

足
り
る
」
と
規
定
し
た
。
そ
の
他
、
「
選
挙
人
」
や
議
員
の
人
数
、
そ

し
て
選
挙
方
法
に
つ
い
て
は
立
法
議
会
議
員
選
挙
と
同
じ
で
あ
る
こ

と
が
定
め
ら
れ
た
(
第
一
条
、
第
四
条
、
第
五
条
)
。
な
お
、
議
会
は

新
し
い
選
挙
制
度
を
実
効
的
あ
ら
し
め
る
目
的
、
つ
ま
り
貧
乏
な
市

民
が
選
挙
会
で
「
選
挙
人
」
の
任
務
を
確
実
に
果
た
す
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る

H
的
で
、
「
選
挙
人
」
に
た
い
し
一
塁
に
つ
き
二

O
ス

l
、
一
日
に
つ
き
三
リ
l
ヴ
ル
相
当
の
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
を
あ

わ
せ
て
議
決
し
た
。

資

八
月
一
一
日
の
デ
ク
レ
の
公
布
後
、
論
争
の
中
心
と
な
ア
た
の
は

間
接
選
挙
制
の
問
題
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ラ
ク
ロ
ワ
(
E
Q
2
る

は
、
間
接
選
挙
制
を
「
非
道
徳
的
で
、
人
民
主
権
を
破
接
し
、
し
か

も
陰
謀
や
策
動
に
有
利
」
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
論
難
し
、
「
市
民
が

直
接
か
れ
ら
の
代
表
を
選
ぶ
こ
と
ほ
ど
、
簡
単
で
、
人
民
の
諸
権
利

に
適
し
た
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
戸
R
3
M
M
w
h母、
1

2
己
、
、
恥
句
宅
位
和
句

b
N
G
~再
三
に
rw誌
に
ぬ
〉
向
白
、
h
町
民
町
内
耳
、
宮
、

ι
m
H
Q
F
』之、

刷
、
、
恥
H
缶
円
ミ
ザ
旬
、
昔
、
お
H

N

町
、
恥
崎
町
偽
札
、

N

ぬ

と

~V2
・Hh
ミ
丸
町
、
恥
h
Q
l

N

帆同和・同
γ
ω
・
巳
丹
郎
官
日
。
σ
F
R
L
吉
田
申
円
。
.
。
官
・
2
ゲ
・
同
》
〕
1u
・ゾ。

ま
た
、
モ
ン
ト
ル
イ
ユ
を
は
じ
め
と
す
る
パ
リ
の
諸
セ
タ
シ
オ
ン

も
直
緩
選
挙
制
を
支
持
す
る
決
議
を
行
な
っ
た
。
詳
し
く
は
、
。
。

ピ丘
5
5
5
・中古・口同門
J
-
y

ぷ
|
∞
ご
辻
村
、
前
掲
論
文
、
七

O
一

l
七
O
二
頁
、
井
上
す
ず
『
ジ
ャ
コ
パ
ン
独
裁
の
政
治
構
造
』
ハ
御

茶
の
水
書
房
・
一
九
七
二
)
一
四

O
l
一
四
一
頁
。
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二
、
ジ
ロ
ン
ド
憲
法
草
案

国
民
公
会
の
選
挙
は
、
「
八
月
一
一
日
の
ヂ
ク
レ
」
に
従
い
、
八
月
の
下
旬

ハ
第
一
次
会
ゾ
と
九
月
の
上
旬
ハ
選
挙
会
)
に
行
な
わ
れ
た
。
立
法
議
会
の

選
挙
と
同
様
、
投
票
率
は
非
常
に
悪
く
(
一

O
%強
〉
、
革
命
の
成
果
を
守
ろ

う
と
い
う
決
意
を
固
め
た
人
々
だ
け
が
選
挙
に
参
加
し
た
。
選
出
さ
れ
た
議

員
の
大
部
分
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
で
あ
り
、
労
働
者
は
全
部
で
た
っ
た
二
名

で
あ
っ
日
刊
ま
た
、
公
会
に
お
け
る
諸
党
派
の
勢
力
配
置
は
、
浮
動
的
な
平



原
派
(
約
四

O
O名
)
を
聞
に
は
さ
ん
で
、
ジ
ロ
ン
ド
派
(
約
一
六
五
名
)

と
モ
ン
タ
l

ニ
ユ
派
(
約
一
五

O
名
)
と
が
そ
れ
ぞ
れ
右
翼
と
左
翼
の
少
数

(
2
}
 

派
と
し
て
対
的
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
最
初
、
指
導
権
を
握
っ
た
の

は
、
基
本
的
利
宍
を
同
じ
く
す
る
平
原
派
の
支
持
を
獲
得
し
た
ジ
ロ
ン
ド
派

で
あ
っ
た
。

一
七
九
二
年
一

O
月
一
一
目
、
国
民
公
会
は
九
名
か
ら
成
る
憲
法
起
草
委

〔

3
}

員
会
を
設
置
し
た
が
、
そ
の
委
員
の
過
半
ム
数
は
ジ
ロ

γ
ド
派
で
あ
っ
た
。
委

員
会
は
コ
ン
ド
ル
セ
ー
を
中
心
に
起
草
を
す
す
め
、
翌
九
三
年
二
月
一
五
日

に
憲
法
草
案
を
議
会
に
提
出
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
草
案
は
、
人
権

宣
言
と
憲
法
条
項
の
一
部
を
除
き
、
当
時
の
騒
然
た
る
政
情
と
り
わ
け
公
会

内
部
に
お
け
る
モ
ン
タ
l

ニ
ュ
派
と
ジ
ロ
ン
ド
派
の
政
権
争
奪
を
め
ぐ
る
混

乱
の
た
め
に
つ
い
に
議
決
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
五
月
一
一
一
一
日
か
ら
六

け

月
二
日
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
モ
ン
タ

I
ニ
ュ
派
の
ク
ー
デ
タ
は
、
ジ
ロ
ン

ド
派
の
指
導
者
の
多
数
を
議
会
か
ら
追
放
し
、
ジ
ロ
ン
ド
派
か
ら
そ
ン
タ
1

フラ γス選挙制度史

一
ユ
派
へ
の
舟
導
権
の
移
動
を
も
た
ら
し
た
。
か
く
し
て
、
ジ
ロ
ン
ド
草
案

は
、
結
局
日
の
目
を
見
る
こ
と
な
く
終
っ
た
。

ジ
ロ
ン
ド
悲
法
草
案
は
、
三
三
条
の
人
権
宣
言
と
三
七

O
条
の
憲
法
条
項

か
ら
成
る
。

人
権
宣
言
の
第
二
七
条
は
、
「
主
権
は
、
本
質
的
に
人
民
全
体
に
属
し
、
各

市
民
は
そ
の
行
使
に
協
力
す
べ
き
平
等
の
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
て
人

民
主
権
の
採
用
を
示
唆
し
た
。

ジ
ロ
ン
ド
憲
法
草
案
は
、
選
挙
制
度
に
つ
い
て
は
普
通
・
直
接
選
挙
制
を

採
用
し
、
ほ
ぼ
以
下
の
よ
う
な
手
続
を
定
め
て
い
た
。

i
選
挙
権
!
第
一
次
会
の
市
民
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
一
年
以
上
中
断
な
く

フ
ラ
ン
ス
の
領
土
に
居
住
す
る
満
一
一
一
才
以
上
の
男
子
は
共
和
国
の
市
民
で

あ
り
、
し
か
も
す
べ
て
の
市
民
は
、
引
続
き
三
ヶ
月
の
居
住
を
証
す
る
共
和

国
の
一
地
点
に
お
い
て
選
挙
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
第
二
篇
第
一

条
、
第
三
条
づ
ま
た
、
被
選
挙
資
格
要
件
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
市
民
の

資
格
・
含
有
す
る
満
二
五
才
以
上
の
成
年
で
あ
る
こ
と
で
足
り
る
と
さ
れ
た

〈
第
九
条
ゴ

H

選
挙
方
法
1

フ
ラ
ン
ス
市
民
は
憲
法
の
定
め
る
選
挙
を
行
な
う
た
め
に

/
Z
¥
 

第
一
次
会
に
召
集
さ
れ
る
が
、
こ
の
第
一
次
会
は
各
県
に
設
置
さ
れ
、
一
つ

の
第
一
次
会
は
四
五

O
l九
O
O人
で
構
成
さ
れ
る
(
第
三
篇
第
二
章
第
一

条
、
第
一
章
第
一
条
〉
。
選
挙
は
二
同
の
投
票
か
ら
な
る
。
第
一
回
の
投
票
は

単
に
予
備
的
な
性
格
し
か
も
た
ず
「
候
補
者
名
簿
」

(
F
F
Z
L巾
官
合

g
l

g
E
C口
)

を
作
成
す
る
に
と
ど
ま
り
、
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
候
補
者

の
み
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
る
第
二
回
の
投
票
が
決
定
的
な
投
票
で
あ
る
(
第

三
篇
第
三
章
第
一
条
ゴ
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
手
続
は
非
常
に
複
雑
で
あ
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本}

り
、
選
挙
が
完
全
一
に
終
了
す
る
ま
で
に
ほ
ぼ
五
週
間
を
要
す
る
と
い
わ
れ

h
S〉た
。
な
お
、
各
県
が
立
法
院
に
選
出
す
る
議
員
数
は
人
口
の
み
た
基
礎
と
し

て
五
万
人
に
一
名
の
割
合
で
配
分
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
一
七
九
一
年
憲
法
が

資

採
用
し
た
代
表
の
基
礎
と
し
て
の
納
税
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
(
第
七
篇

第
一
章
第
四
条
)
。

ジ
ロ
ン
ド
憲
法
草
案
は
、
以
上
の
よ
う
な
普
通
・
直
接
選
挙
制
と
と
も

に
、
は
じ
め
て
直
接
民
主
制
的
な
制
度
を
採
用
し
た
(
詳
し
く
は
，
第
八
篇
の

諸
規
定
を
参
悩
じ
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
草
案
が
フ
ラ
ン
ス
憲
法
史
上
に
有
す

る
意
義
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
の
で
あ
る
。

〈

1
)

選
挙
の
結
果
、
パ
リ
で
圧
勝
し
た
モ
ン
タ
I
ユ
ユ
派
は
フ
ラ
ン
ス

全
体
で
は
少
数
派
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
パ
リ
で
用
い
ら
れ
た

選
挙
方
法
が
者
干
の
県
に
し
か
普
及
せ
ず
、
ま
た
パ
リ
で
は
敗
北
し

た
ジ
ロ
ン
ド
派
も
地
方
で
は
優
勢
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

選
挙
の
経
過
と
結
果
に
つ
い
て
は
、
。
巾

C
L
E
T
P
8・
n
Z
J

可・∞

Mlsw
井
上
す
ず
、
前
掲
書
、
一
四
一
ー
ー
一
四
八
頁
を
参
照
。

ハ
2
)

闘
民
公
会
の
勢
力
配
置
に
つ
い
て
は
、
桑
原
編
、
「
フ
ラ
ン
ス
本
ム
叩

の
研
究
』
、
二

O
頁
、
小
林
、
前
掲
章
一
回
、
ニ

O
二
頁
(
た
だ
し
、
各
党

派
の
人
数
は
論
者
に
よ
り
若
子
異
な
る
が
、
こ
こ
で
は
小
林
氏
の
も

の
に
従
っ
た
)
。

な
お
、
ジ
ロ
ン
ド
派
と
モ
ン
タ
!
こ
ュ
派
と
の
聞
の
差
異
に
つ
い

て
は
、
学
説
史
上
対
立
が
見
ら
れ
る
が
、
両
派
の
対
立
点
の
一
つ

は
、
議
会
外
の
民
衆
や
貧
農
の
独
自
の
運
動
に
い
か
に
対
処
し
た
か

と
い
う
点
に
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
、
パ
リ
の
民
衆
運
動
の

高
揚
に
た
い
し
て
否
定
的
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
民
衆

運
動
の
支
持
を
得
て
強
力
な
中
央
集
権
的
政
治
指
導
を
行
な
お
う
と

し
た
の
で
あ
る
ハ
詳
し
く
は
、
井
上
幸
治
編
、
前
掲
書
、
一
一
一

O
八
l

三
O
九
頁
、
マ
ル
ク
・
ブ
ワ
ロ
ワ
ゾ
ォ
『
ロ
ベ
ス
ピ
エ

l
ル
』
遅
塚
忠

拐
訳
・
文
庫
ク
セ
ジ
ュ
・
白
水
社
・
一
九
七

O
、
八
九
!
九

O
頁)。

戸

3
)

九
名
の
委
員
の
う
ち
、
ト
マ
ス
・
ベ
イ
ン
(
叶

Z
B
E
E
Z
Z、

。
フ
リ
ッ
ソ
l

(
回ユ
5
0
6
、
ベ
チ
オ
ン
(
句
向
山
t
c
D
)
、
ヴ
ヱ
ル
ニ
オ

(〈ヨコ一

E
e、
ジ
ャ
ン
ソ
ネ
(
の

gωOロ
ロ
也
、
そ
し
て
コ
ン
ド
ル
セ

ー
の
六
名
が
ジ
ロ
ン
ド
派
で
あ
り
、
パ
レ
ー
ル
(
∞
ω
み
司
乙
、
ダ
ン

ト
γ
(
O
Bぢ
ろ
が
モ

γ
タ
l
ニ
ユ
派
で
、
ほ
か
に
ジ
エ

l
ス
が
い

シ
ュ
.
フ

ν
ア
ン

た
。
ま
た
、
同
時
に
選
ば
れ
た
補
助
委
員
六
名
中
、
三
名
が
ジ
ロ
ン

ド
派
で
あ
っ
た
(
〉
・
司
J

?

?

?

巴
岨
℃
-
合
♂
前
川
貞
次
郎

「
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
人
権
宣
言
「
史
林
』
第
一
一
一
五
巻
第
一
号
、
一

三
頁
)
。

(
4
)

ジ
ロ
ン
ド
憲
法
草
案
の
正
文
は
、

U
E問
E
F
Y向。ロ
2
2
2
∞
gl

EL--可
・
2
ア
ヲ
ωω
ム
ア
野
村
、
前
掲
書
、
四
六
八
四
九
六

頁。

(
5〉
こ
の
よ
う
な
、
選
挙
方
法
に
た
い
し
て
は
、
「
時
間
に
余
裕
の
あ
る
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
だ
け
が
選
挙
の
権
利
を
現
実
に
行
使
し
う
る
、
と
い
っ
た

事
態
が
生
ず
る
お
そ
れ
は
十
分
に
あ
る
」
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て

い
る
(
桑
原
編
、
『
フ
ラ
γ
ス
革
命
の
研
究
さ

O
九
頁
、
同
様
の
指

北法29(2・84)216



、4J
f

ヤフランス選挙制度史

摘
は
、
辻
村
、
前
掲
論
文
、
七

O
三
頁
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ

う
な
不
都
合
を
有
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
ジ
ロ
ン
ド
憲
法
草
案
が
は

じ
め
て
男
子
普
通
・
直
接
選
挙
制
を
定
め
た
意
義
を
過
少
評
価
し
て

は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
起
草
者
で
あ
る
コ
ン
ド
ル
七
l
は
、
政
治
的
権
利
の

行
使
の
性
質
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
憲
法
は
、
政
治

的
諸
権
利
を
行
使
す
る
権
能
を
誰
に
認
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
著
述
家
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
相
対
立
す
る
こ
つ
の
意
見
に
分

か
れ
て
い
た
。
あ
る
者
は
、
政
治
的
諸
権
利
の
行
使
を
一
種
の
公
務

と
み
な
し
、
こ
れ
が
た
め
に
、
共
同
利
益
〈
T
C
E
H砕
か

8
5
5
5
φ

に
支
持
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
条
件
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
る
。
・
:
:
こ
れ
に
対
し
、
他
の
者
は
、
政
治
的
諮
権
利
が
完
全
に

平
等
に
す
べ
て
の
個
人
に
属
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
:
・

:
・
今
ま
で
、
す
べ
て
の
自
由
な
国
民
は
前
者
の
意
見
に
従
っ
て
い

た
。
一
七
九
一
年
憲
法
も
ま
た
そ
れ
に
従
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
我
々
に
は
後
者
の
意
見
の
方
が
、
理
性
、
正
義
、
そ
し
て
真

に
啓
蒙
さ
れ
た
政
治
に
さ
え
も
適
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で

あ
る
」
(
〉
・
勺
・
?
?
?
印
∞
・
匂
・
印
宝
l
印
坦
印
・
訳
文
に
つ
い
て

は
、
辻
村
、
前
掲
論
文
、
七

O
三
頁
を
参
照
)
。

コ
ン
ド
ル
セ
ー
は
政
治
的
諸
権
利
の
性
格
に
つ
い
て
、
「
公
務
論
」

と
「
権
利
論
」
と
を
明
確
に
区
別
し
た
う
え
で
、
後
者
の
「
権
利

論
」
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
れ
が
考
案
し
た
選

挙
制
度
も
こ
の
点
を
考
慮
し
て
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ

の
よ
う
に
復
雑
な
選
挙
制
度
は
、
恐
ら
く
数
学
者
と
し
て
の
コ
ン
ド

ル
セ
i
の
才
能
の
一
つ
の
産
物
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

(
6
d
デ
ュ
ヴ
ヱ
ル
ジ
ェ
氏
は
、
ジ
ロ
ン
ド
憲
法
草
案
の
基
本
的
特
徴
と

し
て
、
第
一
に
、
一
院
制
議
会
へ
の
権
力
集
中
、
第
二
に
、
半
直
接

民
主
制
の
導
入
、
第
三
一
に
、
普
通
・
直
接
選
挙
制
の
採
用
、
そ
し
て

第
四
に
、
地
方
分
権
主
義
を
あ
げ
て
い
る
〈
玄

D
5
2四
F
Z
E
E
-

足
。
ヨ
旬
、
。
と
え
唱
R
F
旬
、
同
丸
、
。
た
円
。
詩
句
史
H
R
位
。
誌
詩
句
』
J

一ω。血中
L
・・

件

-M・

3
2・
za-
℃
・
ω
M
l
ω
ω
〉
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
構
想
に

お
け
る
ジ
ロ
ン
ド
派
と
モ
ン
タ
l

ニ
ュ
派
と
の
差
異
は
、
も
っ
ぱ
ら

第
四
の
特
徴
に
関
わ
っ
て
お
り
(
モ
ン
タ
l

ユ
ユ
派
は
中
央
集
権
志

向
)
他
の
三
つ
の
特
徴
に
お
い
て
は
両
党
派
の
間
に
あ
ま
り
大
き
な

遠
い
は
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

な
お
、
ジ
ロ
ン
ド
憲
法
草
案
の
性
格
や
構
造
を
明
確
に
す
る
た
め

に
は
、
起
草
者
で
あ
る
コ
ン
ド
ル
セ
l
の
憲
法
思
想
の
分
析
が
不
可

欠
で
あ
る
が
、
か
れ
が
自
分
自
身
で
な
し
た
次
の
よ
う
な
草
案
の
分

析
は
こ
の
点
で
参
考
に
な
る
。

ま
ず
、
草
案
の
特
徴
に
つ
い
て
は
「
公
会
に
提
案
さ
れ
た
憲
法
を

と
く
に
特
徴
づ
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
、
そ
れ
は
自
然
的

に
平
等
な
諸
権
利
を
保
持
し
、
で
き
る
限
り
広
範
囲
の
人
民
に
主
依

の
直
接
行
使
を
認
め
る
た
め
に
な
さ
れ
た
細
心
の
注
意
で
あ
る
」
と

指
摘
し
、
権
利
の
平
等
に
つ
い
て
は
「
あ
ら
ゆ
る
自
由
主
義
諸
国
に

.ホ
J

ピ
ユ
ヲ
ス

お
い
て
下
層
階
級
の
影
響
力
が
恐
れ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
す
べ

て
の
人
に
同
一
の
権
利
を
与
え
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
も
は
や
F
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料

層
階
級
は
存
在
し
な
く
な
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
権
利
の
徹
底
し

た
平
等
化
を
説
い
た
。

ま
た
、
新
憲
法
は
「
立
法
、
行
政
に
つ
い
て
は
代
表
制
で
あ
る
」

が
「
窓
法
的
法
律
お
よ
び
代
表
者
が
制
定
す
る
圧
制
的
も
し
く
は
不

正
な
法
律
の
鮫
替
に
関
し
て
は
民
主
制
で
あ
る
」
と
し
て
、
直
接
民

主
制
的
制
度
の
採
用
を
示
唆
し
た
。

最
後
に
、
選
挙
制
度
に
つ
い
て
は
、
「
選
挙
が
市
民
に
よ
っ
て
直
接

行
な
わ
れ
る
」
こ
と
、
「
立
法
府
の
構
成
負
は
、
人
口
の
み
を
基
礎
と

し
て
県
単
位
で
選
出
さ
れ
る
」
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
た
(
コ
ン
ド

ル
セ
!
の
草
案
分
析
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、

2
9
2ミ
4
5
号

、
ぬ
ミ
ア

Z
S
A∞
え
さ
・
巳
志
向
出
門
口
命
「
R
L
F
E申
『

p
c
m
y
の
5・

司・一

OAl-03。

資

一
二
、
一
七
九
三
年
六
月
二
四
日
憲
法

モ
ン
タ
l
ニ
ユ
派
は
、
政
権
掌
橿
後
、
迅
速
に
憲
法
を
州
制
定
す
る
こ
と
を

決
意
し
、
公
安
委
川
河
合
と
協
力
し
て
新
し
い
憲
法
を
起
草
す
る
委
民
会
を
選

任
し
た
。
こ
の
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
す
べ
て
モ
ン
タ
l
ニ
ユ
派
で
あ
り
、

エ
ロ
l
・
ト
・
セ
シ
ヱ
ル
(
出
品

g
a
r
ω
2
r乙
一
ぬ
る
を
中
心
に
ク
l
ト
ン

戸
内
C
己丹

rc=)、
サ
ン

H
ジ
ュ
ス
卜

(ω
巳ロ仲
l
』

5
5、
マ
チ
ュ

l
(
ζ
a
r
z
y
)
、

ラ
メ
ル
(
岡
山
ω
ヨ
乙
〉
の
五
名
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
。
委
員
会
は
、
一
週
間

ば
か
り
で
起
草
し
た
三
五
条
の
人
権
宣
言
と
一
二
四
条
の
本
文
か
ら
成
る
憲

《

2
v

法
草
案
を
、
六
月
一

O
日
に
国
民
公
会
に
提
出
し
た
。
公
会
に
お
け
る
審
議

は
翌
一
一
日
か
ら
行
な
わ
れ
、
憲
法
は
二
週
間
ほ
ど
の
討
議
を
経
た
の
ち

内

sv

に
、
六
月
二
四
日
に
可
決
採
択
さ
れ
た
。
憲
法
の
審
議
過
程
で
公
会
議
員
の

北松;29(2・86)218

頭
を
支
配
し
た
基
本
的
理
念
は
、
ひ
と
つ
は
、
人
間
の
市
民
的
お
よ
び
政
治

的
平
等
の
理
念
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
県
の
連
邦
主
義
的
精
神
に
対
す

る
危
倶
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
前
者
に
お
い
て
は
ジ
ロ
ン
ド
憲
法
草
案

円

4
】

に
つ
ら
な
り
、
後
者
に
お
い
て
は
そ
れ
と
全
く
対
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
七
九
一
二
年
憲
法
は
、
ま
ず
、
人
権
宣
言
の
中
で
「
主
権
は
人
民
に
属
す

マ

ン

ダ

テ

ー

ル

ア

ジ

ヤ

ン

る
」
(
第
二
五
条
)
、
「
各
市
民
は
法
律
を
制
定
し
、
議
員
あ
る
い
は
行
政
官
の

選
任
に
協
力
す
べ
き
平
等
の
権
利
を
有
す
る
」
(
第
二
九
条
)
と
規
定
し
て
、

円

6
)

人
民
主
紘
一
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
普
通
選
挙
制
の
採
用
を
示
唆
し
た
。

公
会
は
選
挙
に
関
す
る
諸
規
定
に
つ
い
て
、
若
干
の
も
の
を
除
い
て
、
委

員
会
案
通
り
可
決
し
た
。
主
な
規
定
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ω選
挙
権
1

フ
ラ
ン
ス
に
生
ま
れ
、
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
し
、
満
一
二
才
に

達
し
た
す
べ
て
の
男
子
お
よ
び
憲
法
で
定
め
ら
れ
た
諸
条
件
を
満
た
す
す
べ

て
の
外
国
人
は
、
フ
ラ
ン
ス
市
民
の
諸
権
利
の
行
使
を
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に

カ
ン
ト
ン
に
六
ヶ
月
以
上
居
住
す
る
こ
と
に
よ
り
第
一
次
会
に
お
い
て
選
挙

権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
第
四
条
、
第
一
一
条
〉
。
ま
た
、
被
選
挙
資

格
に
つ
い
て
は
、
市
民
の
権
利
を
行
使
す
る
す
べ
て
の
フ
ラ
ン
ス
人
は
共
和

国
の
領
土
内
に
お
い
て
被
選
挙
権
を
有
す
る
と
さ
れ
た
(
第
二
八
条
)
。
被
選



挙
権
者
を
地
域
的
に
限
定
し
な
か
っ
た
の
は
、
主
と
し
て
フ
ヱ
デ
ラ
リ
ス
ム

の
精
神
の
高
揚
を
阻
止
し
よ
う
と
の
配
慮
に
基
づ
い
て
い
た
。
な
お
、
第
一

次
会
は
、
投
票
に
参
加
す
る
こ

O
Oな
い
し
六

O
O名
の
市
民
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
(
第
一
二
条
)
。

川
選
挙
方
法
|
主
権
者
た
る
人
民
(
フ
ラ
ン
ス
市
民
の
総
体
)
は
直
接
議

員
を
選
任
す
る
(
第
七
条
、
第
八
条
〉
。
人
口
の
み
が
国
民
代
表
の
基
礎
と
さ

れ
、
四
万
人
に
一
名
の
割
で
議
員
が
選
出
さ
れ
る
(
第
二
一
条
、
第
二
二

条
)
。
つ
ま
り
、
第
一
次
会
は
、
一
一
一
万
九
千
|
四
万
一
千
の
人
口
に
つ
い
て
直

接
議
員
一
名
を
選
出
す
る
の
で
あ
る
(
第
二
三
条
)
。
当
選
す
る
た
め
に
は
、

投
票
の
絶
対
多
数
を
獲
得
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
第
一
回
の
投
票
結

果
で
絶
対
多
数
を
獲
得
し
た
者
が
い
な
い
場
合
に
は
第
二
回
の
投
票
が
行
な

わ
れ
、

一
四
日
で
最
多
数
の
票
を
獲
得
し
た
二
人
の
市
民
の
中
一
人
が
選
出

さ
れ
る
(
第
二
六
条
)
。
ま
た
、
選
挙
は
各
選
挙
人
の
選
択
に
お
い
て
、
投
票

付

用
紙
も
し
く
は
口
頭
で
行
な
わ
れ
、
第
一
次
会
は
い
か
な
る
場
合
に
も
一
律

フランス選挙制度史

の
投
票
様
式
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
(
第
一
七
条
)
。
な
お
、
各
諮
問
貝
は

国
民
全
体
に
属
す
る
と
さ
れ
た
(
第
二
九
条
)
が
、
命
令
的
委
任
を
明
示
的

に
禁
止
し
た
規
定
は
な
い
。
一
七
九
三
年
憲
法
は
普
通
・
直
接
選
挙
制
を
採

用
す
る
と
と
も
に
、
複
雑
を
き
わ
め
た
ジ
ロ
ン
ド
憲
法
草
案
と
異
な
り
選
挙

手
続
の
簡
略
化
を
は
か
つ
て
い
る
。

一
七
九
三
年
憲
法
は
、
八
月
一

O
日
の
第
二
革
命
後
の
政
治
的
激
励
期
に
、

し
か
も
ん
ソ

1
的
な
政
治
的
零
囲
気
の
な
か
で
作
成
さ
れ
た
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
憲
法
は
一
七
九
一
年
憲
法
の
体
系
・
構
造
と
は
系
譜
を
全
く
異
に

し
、
政
治
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
完
全
な
実
現
を
目
指
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
額
来
、
一
七
九
三
年
憲
法
は
民
主
主
義
者
の
バ
イ
ブ
ル
と
な
り
、

し
か
も
社
会
主
義
者
で
さ
え
も
が
こ
れ
を
援
用
し
、
か
れ
ら
の
あ
ら
ゆ
る
要

求
の
根
拠
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
憲
法
は
人
民
投
票
に
付
さ
れ
、
賛
成
て
八

O
て
九
一
八
票
、
反
対

〈

8
)

一
一
、
六
一

O
票
で
承
認
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
憲
法
は
つ
い
に
実
航

さ
れ
る
こ
と
な
く
終
っ
た
。
つ
ま
り
、
公
会
が
、

一
O
月
一

O
日
、
サ
ン

H

ジ
ュ
ス
ト
の
提
案
に
基
づ
い
て
「
臨
時
政
府
は
平
和
回
復
ま
で
革
命
た
る
べ

き
こ
と
」
を
布
告
し
た
か
ら
で
あ
る
。

(
1
)

モ
γ
タ

l
ニ
ユ
派
が
憲
法
制
定
を
急
い
だ
理
由
と
し
て
当
時
の
政

情
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
一
方
で
は
、
パ
リ
を
逃
が

れ
た
ジ
ロ
ン
ド
派
が
地
方
で
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ム
の
反
乱
を
組
織
し
、

ボ
ル
ド
ー
、
リ
ヨ
ン
、
ニ

l
ム
、
マ
ル
セ
イ
ュ
、
ツ

i
ロ
γ
な
ど
の

諸
都
市
を
一
時
掌
揮
し
た
。
し
か
も
、
国
境
の
周
辺
を
除
い
て
ほ
と

ん
ど
の
県
が
多
少
と
も
公
会
に
対
し
て
反
抗
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

ア
ン
ヲ
ゾ
ヱ

他
方
、
パ
リ
で
は
、
食
料
危
機
に
名
を
借
り
た
過
激
派
の
政
治
闘
争

が
激
化
し
て
い
た
。
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料

こ
の
破
局
的
な
情
勢
に
直
面
し
た
モ
ン
タ
l
ニ
ュ
派
に
残
さ
れ
た

唯
一
の
手
段
、
そ
れ
は
そ
の
諸
規
定
が
か
れ
ら
に
反
抗
的
な
諸
勢
力

を
味
方
に
引
き
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
憲
法
を
早
急
に
作
成
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
七
九
三
年
憲
法
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況

の
も
と
で
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
ハ
詳
し
く
は
、

u
n
F
2
E
z
r
p

o目
y
n
-
-
7
・
唱
で
お
)
。

(
2
)
委
員
会
案
の
正
文
に
つ
い
て
は
、
〉

-
H
J
f
f
同・

8
・

同

γ

日甲
l
N
2
.

な
お
、
エ
ロ
l
は
草
案
の
提
出
に
際
し
て
演
説
を
行
な
っ
て
い
る

が
、
そ
の
中
で
代
表
制
と
民
主
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
た
。
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
は
排
他
的
に
代
表
制
的
で
あ
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
は
、
代
表
制
的
で
あ

る
と
同
様
に
民
主
制
的
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
法
律
は
決

し
て
デ
ク
レ
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
議
員
は
二
重
の
性
格
を
帯

び
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
議
員
は
、
人
民
の
裁
可
の
た
め
に
提
案
し
な

マ
ン
ダ
テ
ー
ル

け
れ
ば
な
ム
ー
な
い
法
律
に
お
い
て
は
受
任
者
で
あ
り
、
デ
ク
レ
に
お

い
て
し
か
代
表
者
で
は
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

グ
ベ
ル
ヌ
マ
ン

に
、
フ
ラ
ン
ス
の
統
治
形
態
は
、
人
民
が
自
分
自
身
で
な
し
え
な
い

事
柄
に
お
い
て
し
か
代
表
制
で
な
い
の
で
あ
る
」
。
エ
ロ
ー
は
、
明
ら

か
に
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
半
直
接
民
主
制
を
導
入
し
よ
う
と
考
え
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
導
入
の
程
度
に
お
い
て
は
、
民
主
制
を
憲
法
的

法
律
と
不
正
な
法
律
と
に
限
定
し
て
い
た
コ
ン
ド
ル
セ
!
の
機
想
を

こ
え
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

資

ま
た
、
選
挙
に
つ
い
て
、
か
れ
は
、
「
法
律
や
デ
ク
ピ
一
言
で
言

う
な
ら
ば
共
和
国
の
運
命
が
そ
れ
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
代
表
の
選

任
と
、
多
人
数
の
公
務
員
の
選
任
と
の
聞
に
大
き
な
差
異
を
設
け
る

こ
と
が
本
質
的
で
あ
る
」
と
考
え
て
、
議
員
の
選
出
は
直
接
選
挙
で

行
政
官
等
の
選
出
は
「
選
挙
人
」
に
よ
る
間
接
選
挙
で
行
な
う
こ
と

を
提
案
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
唯
て
代
表

の
資
格
を
付
与
さ
れ
る
立
法
府
と
他
の
機
関
と
の
聞
に
権
威
上
の
物

差
を
つ
け
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
(
エ
ロ
l
の
演
説
に
つ
い
て

は
、
を
札
-
L
-
N
g
|羽田)。

(
3
)

一
七
九
一
一
一
年
憲
法
の
正
文
は
、

U
C四
E
ゲ
玄

0
5
5
0
Z
Yロ
E
与

告

-
2
7
℃

-mMlぷ
ω

野
村
、
前
掲
書
、
四
九
七

l
五
O
六
頁
。

F
4
)
む
命
下

ω
E
E
M
r
p
o司
・
己
同
J
同

y

コω
・

(
5
)

一
七
九
三
年
憲
法
の
人
権
宣
言
は
、
ジ
ロ

γ
ド
派
の
人
権
宣
言
と

四
月
二
四
日
に
公
会
で
発
表
さ
れ
た
ロ
ベ
ス
ピ
ェ

l
ル
私
案
と
の
妥

協
的
産
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
妥
協
に
お
い

て
は
ジ
ロ

γ
ド
草
案
の
方
に
近
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
(
中
村
陸
男

「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
け
る
社
会
権
の
発
展
付
」
『
北
大
法
学
論
集
」

一
四
巻
二
号
、
一
九
六
一
一
一
、
一
四

O
頁)。

ロ
ベ
ス
ピ
エ

l
ル
私
案
は
、
社
会
的
デ
モ
グ
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
の

諸
規
定
を
包
含
し
て
お
り
、
こ
れ
が
一
七
九
三
年
憲
法
を
作
成
し
た

そ
ン
タ
ニ
ャ

l
ル
主
流
派
と
の
根
本
的
な
差
異
と
な
っ
た
わ
け
で
あ

る
が
、
政
治
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
も
「
人
民
主
権
」
(
第
一
四

条
て
「
市
民
の
政
治
的
権
利
の
行
使
に
お
け
る
平
等
」
(
第
二
二
条
)
、

北法29(2・88mo



(→ 

「
命
令
的
委
任
」
(
第
三
四
条
)
な
ど
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
た
(
ロ

ベ
ス
ピ
エ

l
ル
私
案
の
正
文
は
、
〉
-
H
M
J
f
F
L
-
8
・
官
・
一
回
∞
I

NS-
恒
藤
武
二
「
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
人
権
宣
言
草
案
ハ
訳
〉
」
『
同

志
社
法
学
』
第
三
二
号
、
一
九
五
五
、
一

O
一Il一

O
五
頁
)
。

(
6
)

公
会
に
お
け
る
こ
の
規
定
に
つ
い
て
の
審
議
は
、
〉
-
H
M
J
f
f

同

-
m
m
-

司
・
印
一
∞
|
印
石
・

戸

7
)

し
か
し
な
が
ら
、
モ
ン
タ
ニ
ャ
l
ル
の
主
流
派
に
よ
っ
て
作
成
さ

れ
た
一
七
九
三
年
憲
法
と
パ
リ
の
民
衆
運
動
の
理
論
的
リ
ー
ダ
ー
の

一
人
マ
あ
り
ル
ソ
!
の
理
論
に
最
も
忠
実
な
ヴ
ア
ル
レ
(
〈
主
命
。

の
構
想
と
を
比
較
す
る
と
、
両
者
の
間
に
は
議
員
に
対
す
る
責
任
追

及
(
「
命
令
的
委
任
論
」
〉
等
に
関
し
て
差
異
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ

れ
は
、
議
会
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
し
て
の
モ
ン
タ
ニ
ャ

l
ル
主
流
派
と
、

そ
の
政
権
を
底
辺
で
支
え
た
都
市
の
民
衆
と
の
間
に
政
治
理
念
に
お

い
て
差
異
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
(
ヴ
ァ
ル
レ
の
構
想

に
つ
い
て
は
、
杉
原
泰
雄
『
人
民
主
権
の
史
的
展
開
』
岩
波
書
庖
・

一
九
七
八
、
三
九
|
一
一

O
頁
)
ο

な
お
、
一
七
九
三
年
憲
法
の
限
界
に
つ
い
て
の
指
摘
は
、
辻
村
み

よ
子
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
一
七
九
三
年
憲
法
の
研
究
序
説
け

付
」
(
「
一
橋
研
究
』
第
一
巻
三
号
、
第
二
巻
一
号
、
一
九
七
七
)
。

(
8
)
た
だ
し
、
棄
権
者
は
四
三

O
万
人
を
下
ら
な
か
っ
た
。
人
民
投
票

の
結
果
に
つ
い
て
は
、
野
田
良
之
『
フ
ラ
ン
ス
法
概
論
上
巻
矢
有

斐
閣
・
一
九
七
二
)
五
六
五
頁
を
参
照
。

フランス選挙制度史

第
四
節

テ
ル
ミ
ド
ー
ル
反
動
と
制
限
間
接
選
挙
制

一
、
共
和
三
年
二
七
九
五
年
〉
憲
法

「
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
は
八
九
年
に
結
び
つ
く
〕
o

共
和
二
年
テ
ル
ミ
ド
l
ル
九

日
(
一
七
九
四
年
七
月
二
七
日
)
の
い
わ
ゆ
る
テ
ル
ミ
ド

l
ル
の
ク
ー
デ
タ

に
よ
っ
て
モ
ン
タ
l
ェ
ュ
派
の
独
裁
は
終
了
し
、
八
月
一

O
日
の
第
二
革
命

以
後
の
急
進
的
傾
向
に
対
す
る
反
動
が
生
ま
れ
た
。
平
原
派
を
中
心
と
す
る

ブ
ル
ジ
ョ
ア
勢
力
は
、
ジ
ロ
ン
ド
派
や
フ
イ
ヤ
ン
派
の
生
き
残
り
を
議
会
に

復
帰
さ
せ
、
「
テ
ル
ミ
ド
l
ル
派
」
を
結
成
し
た
。
パ
ラ
ス

(∞
C
F
自
可
向
〉
=mzm)、
メ
ル
ラ
ン
・
ド
・
ド
ゥ
エ

(
∞
同
門

Em)、
ボ

ワ
シ
・
タ
ン
グ
ラ
ス

(
F
向
。
ユ
古
今

U
C
E
C、
カ
ン
パ
セ
レ
ス

(ngdgな
あ
ω
〉
、
ド
ヌ

l
(
U
E
l

〔

2
)

シ
エ
l
ス
な
ど
が
指
導
者
で
あ
っ
た
。

ロC
E
)
、

憲
法
に
つ
い
て
は
、
最
初
一
七
九
三
年
憲
法
を
修
正
す
る
こ
と
だ
け
が
問

題
と
さ
れ
た
が
、
し
だ
い
に
全
面
的
改
正
と
い
う
考
え
方
に
変
わ
り
、
結
局

(

S

V

 

新
し
い
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
公
会
は
七
月
四
日
に
十
一
人

ハ
4
}

委
員
会
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
憲
法
草
案
を
約
二
ヶ
月
間
審
議
し
、
八
月
二

A
5】

二
日
に
可
決
し
た
。

jヒ法29(2・89)221

共
和
三
年
憲
法
は
、
人
権
宣
言
に
お
い
て
「
主
権
は
本
質
的
に
市
民
全
体

に
存
す
る
」
(
第
一
七
条
〉
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
市
民
主
権
」
な
る
も
の

を
標
傍
し
、
ま
た
主
権
者
の
構
成
員
と
し
て
の
市
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、



手!

「
各
市
民
は
直
接
も
し
く
は
間
接
に
法
律
の
制
定
に
協
力
し
、
人
民
の
代
表

者
お
よ
び
公
務
員
の
指
名
に
協
力
す
る
平
等
の
権
利
を
有
す
る
」
(
第
二

O

資

い条
る宕)
ζ 

規
定
し
て

一
七
八
九
年
人
権
宣
言
の
第
六
条
の
規
定
を
踏
襲
し
て

共
和
三
年
憲
法
は
制
限
・
間
接
選
挙
制
を
復
活
し
た
が
、
主
な
規
定
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

ω第
一
次
会
上
憲
法
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
生
ま
れ
か
っ
居
住
し
、
前
一
二
才
以

上
で
カ
ン
ト
ン
の
市
民
名
簿
に
登
録
さ
れ
、
共
和
国
の
領
土
に
一
年
以
上
住

フ
ォ
ン

γ
エ

ベ

ル

ソ

ネ

ル

所
を
有
し
、
し
か
も
地
組
た
る
と
人
頭
税
た
る
と
を
間
わ
ず
直
接
税
を
支
払

(
7
v
 

う
す
べ
て
の
男
子
に
市
民
と
な
る
資
格
を
認
め
た
(
第
八
条
)
。
ま
た
、
引
税

要
件
を
問
わ
ず
に
、
共
和
国
の
建
設
の
た
め
に
一
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
戦

争
に
参
加
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
お
よ
び
直
接
税
の
名
簿
に
載
っ
て
い
な
い
も
の

で
三
労
働
日
の
地
方
価
額
に
等
し
い
人
頭
税
を
支
払
う
者
に
も
市
民
権
が
与

え
ら
れ
た
(
第
九
条
、
第
三

O
四
条
)
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
い
ず
れ
も
一
七

八
九
九
一
年
の
制
限
を
緩
和
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
規
定

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
市
民
権
の
範
囲
は
、
将
来
縮
小
さ
れ
る
こ
と
が
予
定

さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
市
民
名
簿
へ
の
廷
録
が
市
民
資
格
要
件
の
一
つ

を
杭
成
し
て
い
た
の
だ
が
、
共
和
一
二
年
か
ら
は
青
年
は
読
み
書
き
が
で

き
、
機
械
仕
事
を
行
な
い
得
る
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
市
民
名
簿
に
登
録

さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
(
第
一
六
条
づ
な
お
、
第
一
次
会
で
選
挙

権
を
行
使
す
る
に
は
当
該
カ
ン
ト
ン
に
一
年
間
住
所
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
(
第
一
七
条
)
、
こ
れ
に
よ
り
定
ま
っ
た
住
所
を
も
た
な
い
下
層

市
民
は
選
挙
権
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
次
会
は
同
一
カ
ン
ト
ン
に

;lt11;29(2・90)222

住
所
を
有
す
る
市
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、

一
カ
ン
ト
ン
に
少
な
く
と
も
一

つ
存
在
す
る
(
第
一
七
条
、
第
一
九
条
)
。
第
一
次
会
は
、
そ
の
出
欠
数
の
い

か
ん
を
問
わ
ず
、
二

O
O名
の
市
民
に
つ
き
一
名
の
割
で
選
挙
会
に
お
い
て

投
票
権
を
有
す
る
「
選
挙
人
」
を
指
名
す
る
(
第
一
二
三
条
)
。

¥ノ

(9ν

は
選
挙
会

l
「
選
挙
人
」
の
被
選
挙
資
格
に
つ
い
て
は
、
一
七
九
一
年
憲

法
の
例
に
従
い
、
税
額
要
件
が
再
建
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
要
刊
は
九
一

年
憲
法
と
比
較
す
る
と
幾
分
緩
和
さ
れ
て
い
る
(
詳
し
く
は
第
三
五
条
を
参

照
)
。
選
挙
会
の
構
成
員
は
毎
年
指
名
さ
れ
、
二
年
の
期
間
の
後
で
な
け
れ
ば

再
選
さ
れ
な
い
(
第
三
四
条
)
。
な
お
第
一
次
会
お
よ
び
選
挙
会
の
選
挙
は
、

い
ず
れ
も
秘
密
投
票
で
行
な
わ
れ
る
〈
第
三
一
条
、
第
四

O
条〉。

¥
P
/
 

…
加
立
法
府
議
員
選
挙
!
こ
の
憲
法
は
フ
ラ
ン
ス
憲
法
史
上
は
じ
め
て
二
院

制
を
採
用
し
、
立
法
府
を
元
老
院

2
2
5
-
ι
2
〉ロ
2
2
M
m
)
と
五
百
入
院

(の

g
E
-
L
2
C
E
ゎ
g
t
)
と
に
分
け
た
。
各
院
の
議
員
の
被
選
挙
資

格
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
五
百
入
院
議
員
に
選
出
さ
れ
る
に
は
、
尚
一
ニ

O

才
以
上
で
、
選
挙
前
に
継
続
し
て
一

0
年
間
共
和
国
領
土
内
に
居
住
す
る
こ



と
を
要
す
る
。
た
だ
し
、
共
和
七
年
ま
で
は
二
五
才
で
足
り
る

条
)
。
元
老
院
議
員
に
選
出
さ
れ
る
に
は
、
満
四

O
才
以
上
の
既
婚
者
も
し
く

は
寡
夫
で
、
選
挙
前
一
五
年
間
共
和
国
領
土
内
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
(
第
八
三
条
)
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
居
住
期
間
に
よ
る
制
限
は
、
ェ

ミ
グ
レ
を
排
除
す
る
こ
と
を
日
的
と
し
て
い
た
戸
各
県
は
そ
の
人
口
数
に
応

(
第
七
回

じ
て
元
老
院
議
員
お
よ
び
五
百
入
院
議
員
を
選
出
す
る
が
、
立
法
府
の
議
員

は
こ
れ
を
選
出
し
た
県
の
代
表
者
で
な
く
、
全
国
民
の
代
表
者
で
あ
り
、
議

国
民
は
当
該
県
か
ら
い
か
な
る
委
任
も
与
え
ら
れ
な
い
(
第
四
九
条
、
第
五
二

条
)
。
命
令
的
委
任
は
明
確
に
禁
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
共
和
三
年
憲
法
は
普
通
選
挙
制
を
廃
止
し
て
制
限
・
間
接

選
挙
制
を
復
活
し
た
。
こ
れ
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
モ
ン
ク

1
ニ
ユ
派
(
も
し

く
は
そ
れ
を
支
え
た
サ

γ
・
キ
ュ
ロ
ッ
ト
〉
の
権
力
へ
の
復
帰
を
恐
れ
て
い

付

た
テ
ル
ミ
ド
l
ル
派
の
精
神
状
態
の
政
治
的
帰
結
で
あ
っ
た
。
結
局
、
「
君
主

制
を
も
ジ
ャ
コ
パ
ン
的
恐
怖
政
治
を
も
欲
し
な
い
穏
健
革
命
諸
派
の
妥
協
の

作
品
」
で
あ
る
こ
の
憲
法
は
、
政
治
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
樹
立
し
た
一
七
九

フランス選挙制度史

一
一
一
年
憲
法
の
諸
原
理
を
否
定
し
、
一
七
九
一
年
憲
法
を
共
和
制
に
置
き
か
え

て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
は
八
九
|
九

一
年
の
有
産
者
寡
頭
支
配
制
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

(
1〉

ア
ル
ベ

l
ル
・
ソ
プ
ー
ル
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
作
』
(
小
川
制
瀬
卓
三

-
渡
辺
淳
訳
・
岩
波
新
書
・
一
九
七
一
)
一
一
九
頁
。

(
2
ゾ
桑
原
編
、
『
プ
ラ

γ
ス
革
命
の
研
究
』
二
三
一
頁
。

(

3

)

ボ
ワ
シ
・
ダ
ン
グ
ラ
ス
は
、
共
和
三
年
憲
法
草
案
の
公
会
提
出
の

際
に
「
我
々
は
一
七
九
一
二
年
憲
法
を
検
討
し
た
。
我
々
は
、
似
重
に

こ
の
憲
法
の
中
で
有
用
な
も
の
を
保
持
し
よ
う
と
し
、
我
々
の
唯
一

の
目
的
で
あ
る
公
安
、
自
由
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
人
民
の
栄
光
に
反

す
る
も
の
を
是
正
し
よ
う
と
努
め
た
。
し
か
し
、
我
々
は
、
野
心
家
に

よ
っ
て
考
案
さ
れ
、
陰
謀
家
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
、
圧
制
に
よ
っ
て

強
制
さ
れ
、
し
か
も
テ
ル

i
ル
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
こ
の
成
法
が
、

明
ら
か
に
あ
ら
ゆ
る
無
秩
序
の
諸
原
因
を
保
持
し
、
さ
ら
に
貧
欲
な

人
の
渇
望
、
撹
乱
者
の
利
益
、
無
学
文
盲
な
者
の
自
惣
れ
、
そ
し
て

纂
奪
者
の
野
心
に
奉
仕
す
る
た
め
に
準
備
さ
れ
た
道
具
に
ほ
か
な
ら

な
い
こ
と
を
諸
君
に
宣
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
我
々
は
、

全
員
一
致
で
、
諸
君
に
こ
の
憲
法
が
ア
ナ
ル
シ
!
の
組
織
以
外
の
何

物
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
宣
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ

た
。
こ
の
発
言
は
、
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
派
の
一
七
九
三
年
憲
法
観
を
見

事
に
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ボ
ワ
シ
・
ダ
ン
グ
ラ
ス
の

発
言
に
つ
い
て
は
、
同
公
君
、
2
2
3誌
号
、
除
去
た
誌
〉
向
。
ミ
む

E
〉

丹

N
印

噌

唱

-

U

O

(

以
下
、
単
に

ζ
g
-
Z
P
Mア
?
:
:
:
と
略
す
)

G

ま
た
、
テ
ル
ミ
ド

1
ル
派
を
し
て
九
三
年
憲
法
の
修
正
を
断
念
さ

せ
、
新
憲
法
の
制
定
を
決
意
さ
せ
た
決
定
的
事
件
と
し
て
、
一
七
九

五
年
春
の
ジ
ェ
ル
ミ
ナ
ル
と
プ
レ
リ
ア
ル
の
事
件
が
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
の
事
件
に
お
い
て
パ
リ
の
民
衆
は
「
パ
ン
と
九
三
年
の
憲
法
を
」

北ちた?9(2・91)223



料

と
い
う
ス
ロ
l
カ
ン
を
か
か
げ
て
蜂
起
し
た
の
で
あ
る
が
、
何
の
成

果
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
燦
起
は
失
敗
に
終
っ
た
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
事
件
は
、
テ
ル
ミ
ド

l
ル
派
に
と
っ
て
非
常
な
シ

ョ
ッ
ク
で
あ
っ
た
(
こ
の
時
期
の
民
衆
運
動
に
つ
い
て
は
、
ソ
ブ

1

、、ノ

ル
、
前
回
向
訳
書
下
、
二
三
ハ

l
一
閥
一
一
良
を
参
照
〉
。

/
E

‘、

(
4
d
十
一
人
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
は
、

U
O
F
司
会
E
Rク
C
℃・

口一昨
J

司

-
U
M

・

(
5
)
共
和
三
年
憲
法
の
正
文
に
つ
い
て
は
、
ロ
ロ
悶
己
?
ζ
g
己

2

a

∞2
5件
。
℃

-nFf
司

-
U
!一ouw
野
付
、
前
掲
書
、
五

O
七

|
五
三
六
頁
。

(
6
)

こ
の
人
権
宣
言
の
特
徴
は
、
九
条
か
ら
な
る
「
義
務
の
宣
言
」
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
権
利
の
平
等
に
つ
い
て
の
規
定
が
少
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
ハ
ち
な
み
に
、
一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
に
お
け
る

「
人
聞
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
で
あ
り
、
権
利
に
お
い
て
平

等
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
一
般
的
規
定
も
存
在
し
な
い
〉
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
あ
る
議
員
(
豆
色
町
る
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
「
私
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
権
利
に
お
い
て
平
等
な
も
の
と

し
て
生
ま
れ
る
こ
と
は
認
め
る
。
し
か
し
、
人
間
は
権
利
に
お
い
て

平
等
で
あ
り
つ
づ
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。

・
人
間
は
平
等
な
も
の
と
し
て
生
ま
れ
る
。
し
か
し
、
人
聞
は
自

然
状
態
に
お
い
て
さ
え
平
等
で
あ
り
つ
づ
け
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

社
会
の
創
設
以
前
に
は
そ
れ
を
保
障
す
る
も
の
は
何
も
な
い
か
ら
で

あ
る
。
自
然
状
態
で
は
実
力
以
外
の
権
利
は
存
在
し
な
い
の
で
あ

資

る
。
と
こ
ろ
で
、
社
会
状
態
に
お
い
て
も
、
人
聞
は
自
然
状
態
よ
り

以
上
に
生
ま
れ
る
時
に
も
っ
て
い
た
平
等
へ
の
権
利
を
保
持
す
る
わ

け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
人
聞
が
成
長
す
る
に
つ
れ

て
等
し
く
知
性
や
そ
の
ほ
か
の
能
力
を
獲
得
す
る
わ
け
で
は
な
い
い
か

ら
で
あ
る
。
諸
君
は
、
そ
の
こ
と
を
非
常
に
よ
く
理
解
し
て
い
た
の

で
、
市
民
の
諸
権
利
の
行
使
に
条
件
を
課
し
た
の
で
あ
る
」
(
ζ
g
T

オ
ロ
?
?
日
印
u

匂
・
ぉ
コ
。
こ
の
発
言
は
、
制
限
選
挙
を
正
当
化
す

る
一
つ
の
論
理
と
し
て
興
味
深
い
。

F
7
)
市
民
資
格
要
件
と
し
て
直
接
税
の
支
払
い
を
要
求
す
る
第
八
条
に

つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
た
。

ま
ず
、
ト
マ
ス
・
ベ
イ
ン
は
、
第
八
条
の
規
定
、
が
憲
法
の
冒
頭
に

置
か
れ
る
人
権
宣
言
の
最
初
の
一
一
一
条
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
た

(
Z
3仲
2
ア
ケ
以
・
匂
-
ヨ
ー
ー
コ
同
)
。

こ
れ
に
対
し
、
メ
ル
ラ
ン
・
ト
・
ト
ゥ

l
エ
は
「
か
れ
(
ト
マ
ス

・
ベ
イ
ン
)
は
、
憲
訟
に
よ
れ
ば
所
有
者
し
か
課
税
さ
れ
ず
、
し
か

も
憲
法
は
市
民
権
を
行
使
す
る
た
め
に
租
税
の
支
払
い
を
要
求
し
て

い
る
の
で
、
所
有
者
の
み
が
市
民
に
な
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
は
合

く
の
憶
測
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
は
三
種
類
の
人
聞
が
存
在
す
る
。

す
な
わ
ち
、
土
地
所
有
者
、
自
分
の
労
働
や
産
業
で
生
活
す
る
者
も

サ

巧

リ

エ

マ

ン

デ

イ

ア

ン

し
く
は
賃
金
労
働
者
、
そ
し
て
乞
食
で
あ
る
。
最
初
の
二
者
に
つ
い

て
は
、
前
者
が
地
租
に
、
後
者
が
人
頭
税
に
そ
れ
ぞ
れ
服
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
か
れ
ら
は
、
も
は
や
所
有
者
階
級
の
み
に
留
保
さ
れ
な

い
市
民
権
を
等
し
く
行
使
し
う
る
の
で
あ
る
。
乞
食
階
級
に
つ
い
て

北法29(2・92)224



付フランス選挙結Ij度史

は
、
か
れ
ら
は
決
し
て
課
税
さ
れ
な
い
。
私
は
、
諸
君
が
国
家
の
運

命
を
、
何
も
持
た
ず
、
何
も
生
産
せ
ず
、
厄
介
者
で
し
か
な
い
者
に

委
ね
る
こ
と
を
欲
し
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
私
は
、
諸

君
が
こ
の
よ
う
な
者
に
社
会
の
統
治
に
た
い
す
る
影
響
力
を
与
え
る

こ
と
を
欲
し
て
い
る
と
は
事
も
考
え
な
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば

そ
う
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
社
会
の
転
覆
や
破
壊
へ
と
向
か
う
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ
る
」

Q
F
ミ
よ
官
一
回
目
|
一

8
・
)
と
述
べ
て
、
ト

マ
ス
・
ベ
イ
ン
の
見
解
に
反
対
し
た
。

こ
の
二
人
の
発
言
が
第
八
条
に
関
す
る
賛
否
両
論
を
代
表
し
て
い

た
。
こ
れ
ら
の
発
言
に
は
、
一
七
八
九
年
一
二
月
一
一
二
日
の
デ
ク
レ

を
め
ぐ
る
ロ
ベ
ス
ピ
エ

l
ル
と
デ
ム
ニ
エ
の
議
論
を
待
係
と
さ
せ
る

も
の
が
あ
る
。

な
お
、
ボ
ワ
シ
・
ダ
ン
グ
ラ
ス
は
草
案
の
提
出
に
際
し
て
、
制
限

選
挙
を
正
当
化
す
る
た
め
に
次
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
た
。
「
我
々

は
、
最
良
の
人
々
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま

り
、
最
良
の
人
々
と
は
最
も
教
養
が
あ
り
、
最
も
法
の
維
持
に
関
心

を
払
う
人
々
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
よ
う
な
人
々
は
、
ご

く
わ
ず
か
な
例
外
を
除
い
て
、
財
産
を
有
し
、
そ
の
財
産
が
含
ま
れ

て
い
る
国
に
愛
者
を
抱
き
、
そ
の
財
産
を
保
護
す
る
法
律
に
忠
実

で
、
し
か
も
財
産
と
財
産
が
あ
た
え
る
裕
福
な
生
活
の
お
か
げ
で
教

育
を
う
け
、
そ
の
教
育
に
よ
っ
て
純
国
の
運
命
を
決
め
る
法
律
の
利

害
得
失
を
分
別
を
も
っ
て
正
し
く
討
議
す
る
の
に
適
し
た
人
々
の
中

に
の
み
見
附
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
:
:
:
所
有
者
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ

る
国
は
社
会
秩
序
の
う
ち
に
あ
り
、
非
所
有
者
が
統
治
す
る
国
は
自

然
状
態
に
あ
る
」
(
芯
丈
J
日

y

U

M

)
。
こ
の
ポ
ワ
シ
・
ダ

γ
グ
ラ
ス

の
楚
言
は
、
テ
ル
ミ
ド
l
ル
派
の
目
指
す
有
産
者
寡
一
政
支
配
の
論
理

を
見
事
に
表
現
し
て
い
る
。

(
8
)

こ
れ
ら
の
要
件
に
よ
っ
て
成
年
男
子
の
約
四
分
の
一
が
市
民
権
を

奪
わ
れ
、
第
一
次
会
に
参
加
し
う
る
市
民
の
数
は
五
|
六

O
O万
人

ぐ
ら
い
で
あ
っ
た

3
z
E同

roc--甘・
n
Z
J
司
・
印
白
?
桑
原
編
、
『
フ

ラ
ン
ス
革
命
の
研
究
』
、
一
一
二
頁
)
。

(
9
)

選
挙
会
の
復
活
は
主
と
し
て
七
月
一
五
日
に
審
議
さ
れ
た
が
、
そ

の
時
復
活
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
賢
明
な
議
員
の
選
出

を
可
能
に
す
る
こ
と
、
市
民
の
疲
弊
を
防
ぐ
こ
と
、
大
都
市
の
横
暴

を
阻
止
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
っ
た
(
詳
し
く
は
、
玄
D
D
F
R
Z
ア
同
-
M
印・

同

y

M

印一~|心印由)。

(
旧
)
ギ
ュ
ヨ
マ

l
ル

(ο
口百ヨ
R
L
)

は
、
本
条
に
つ
い
て
「
も
し
諸
君

が
本
条
を
採
択
す
る
な
ら
ば
、
諸
君
は
多
く
の
耕
作
者
を
排
除
し
、

し
か
も
留
に
過
大
の
優
位
性
を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
諸
君
は
、

こ
の
よ
う
に
し
て
人
民
の
選
択
を
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
」
と
述
べ
て
、
税
額
要
件
に
反
対
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ド
ヌ

ー
は
「
こ
の
要
件
は
、
国
家
が
す
べ
て
の
構
成
員
に
要
求
す
る
一
つ

の
保
障
で
あ
る
。
そ
し
て
、
新
し
い
制
度
は
、
有
徳
で
は
あ
る
が
貧

困
で
も
あ
る
者
が
共
和
国
の
第
一
の
職
務
に
就
く
こ
と
を
可
能
に
す

る
と
い
う
利
益
を
有
す
る
」
と
発
言
し
て
、
ギ
ュ
ヨ
マ

l
ル
ら
の
反

対
を
し
り
ぞ
け
た
(
以
上
詳
し
く
は
、
手
ミ
J

H

》・

8
3。

北法29(2・93)225



*4 

な
お
、
こ
の
税
額
要
件
に
よ
っ
て
、
「
選
挙
人
」
の
数
は
、
令
一
国
で

一一

l
一
二
万
人
ぐ
ら
い
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る

3
Z
2
2
2
F
8・口広・

司・

8
0・
桑
原
編
、
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
研
究
』
、
一
一
一
一
一
頁
)
。

(
け
)
桑
原
縦
、
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
研
究
』
、
一
一
七
頁
。

(ロ〉

0
5
2四
2
・
8
・円一昨
J

℃
-
M
U
-

樋
口
陽
一
『
比
較
憲
法
』
(
車
円
林

品
目
同
院
新
任
・
一
九
七
七
)
一
一
一
六
|
一
二
七
真
。

こ
の
慾
法
も
一
七
九
三
年
憲
法
と
同
様
人
民
投
票
に
か
け
ら
れ
た

が
、
共
和
四
年
ヴ
ァ
ン
デ
ミ
エ
ル
一
日
(
一
七
九
五
年
九
月
一
一
一
一

日
)
に
公
会
へ
提
出
さ
れ
た
報
告
に
よ
れ
ば
、
共
和
三
年
憲
法
は
質

成
九
二
ハ
、
i

一
二
三
四
票
、
反
対
四
一
、
八
九
二
票
で
承
認
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
人
民
投
票
で
も
非
常
に
棄
権
が
多
か
っ
た

(
り
ぬ
戸
内

=-L5岡市
Z

J

G
甘・口一昨
J

℃

-

M
町
田
町
戸
虫

ura℃
乙

-
p
o古
口
広
・
・

可
-
M
O
J
)

。

資

二
、
共
和
三
年
京
法
を
補
完
す
る
諸
法
令

明
三
分
の
こ
法
へ
共
和
三
午
フ
リ
ュ
ク
チ
ド
ー
ル
五
一
三
日
の
デ
ク

レ
¥../ 

公
会
は
解
散
す
る
に
あ
た
り
、
政
治
的
に
無
経
験
な
人
々
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
立
法
府
で
は
憲
法
を
う
ま
く
機
能
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は

な
い
か
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
ボ
l
ダ
ン
は
、
フ
リ
ュ
ク
チ
ド

l

ル
四
日

に
、
立
法
府
の
構
成
員
の
一
一
一
分
の
こ
を
現
公
会
議
員
の
中
か
ら
選
択
す
る
権

利
を
選
挙
会
に
付
与
す
る
よ
う
提
案
し
た
。
こ
の
提
案
は
原
則
と
し
て
採
択

さ
れ
、
十
一
人
委
員
会
へ
送
付
さ
れ
た
。
そ
し
て
翌
フ
リ
コ
ク
チ
ド
l
ル
五

北法29(2・94)226

目
、
こ
の
原
則
が
最
終
的
に
承
認
さ
れ
、
「
現
在
公
会
で
活
動
中
の
す
べ
て

の
議
員
は
再
選
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
選
挙
会
は
立
法
府
を
形
成
す
る
た

め
に
現
公
会
議
員
の
三
分
の
二
以
下
を
選
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い

(ま〉

う
宣
言
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

詳
細
は
、
フ
リ
ュ
ク
チ
ド
l
ル
一
一
一
一
日
(
一
七
九
五
年
八
月
一
二

O
日
)
の

〈

3
〉

デ
ク
レ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
デ
ク
レ
に
よ
れ
ば
、
選
挙
会
は
次
の

選
挙
で
各
選
挙
会
が
立
法
府
に
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
議
員
の
三
分
の

二
を
、
強
制
的
に
各
県
の
現
議
員
も
し
く
は
他
県
の
公
会
議
員
の
中
か
ら
選

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

テ
ル
ミ
ド
l
ル
派
は
こ
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
、
新
し
い
立
法
府
に
お
い
て

も
自
己
の
指
導
権
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

(ロ)

共
和
五
年
フ
リ
ュ
ク
チ
ド
l
ル
一
九
日
三
七
九
七
年
九
月
五
日
〉

法

こ
の
デ
ク
レ
は
、
第
一
一
条
で
「
あ
ら
か
じ
め
、
自
分
が
属
す
る
集
会
に

対
し
、
王
権
お
よ
び
ア
ナ
ル
シ
ー
へ
の
憎
し
み
、
そ
し
て
共
和
悶
お
よ
び
共

和
三
年
憲
法
へ
の
忠
誠
と
愛
情
と
を
誓
う
の
で
な
け
れ
ば
、
何
人
も
第
一
次

会
お
よ
び
選
挙
会
に
お
い
て
投
票
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
」
と
規
定
し

門

4
v
た
。
こ
の
規
定
は
、
テ
ル
ミ
ト
l
ル
派
が
と
っ
た
ジ
ャ
コ
パ
ン
(
モ
ン
ク
l



ニ
ユ
〉
一
派
と
主
党
派
と
に
対
す
る
「
二
正
面
作
戦
」
を
如
実
に
示
す
も
の
と

し
て
興
味
深
い
。

付

(
1
)

国
民
公
会
は
、
共
和
三
年
憲
法
が
定
め
た
選
挙
制
度
を
補
完
す
る

た
め
い
く
つ
か
の
法
令
を
制
定
し
た
が
、
そ
の
目
的
は
テ
ル
ミ
ド
ー

ル
の
成
果
を
固
定
・
維
持
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

(
2
)
ζ
o
z
F
F
昨
日
少
司
・
印
目
。
・

(
3
)

デ
ク
レ
の
正
常
人
は
、
み
£
J

宇
田
ω
N
山

U
m
C三
宮
戸
市

F

8
・

円一丹
-
-
h
u

・同町一
ω
1
1
M
m
A
U
F
E
リ}M
O

【以内
w
一一タ

C
℃
・
巳
円
・
・
円
y

N

0

・

こ
の
デ
ク
レ
は
、
共
和
コ
一
年
憲
法
と
一
緒
に
人
民
投
票
に
付
さ
れ
、

賛
成
一
六
七
、
七
五
八
票
、
反
対
九
五
、
三
七
三
票
で
承
認
さ
れ
た

(
り
ぬ
円

RLF己
申
『
ゆ

C
司
・
2同
よ

H
V
-
N
田
町
一
戸
虫
リ
}
臣
官
乙
一
タ

O
司・門広
J

刀
-

M
O
)
。
た
だ
し
、
憲
法
の
人
民
投
票
の
結
果
と
比
べ
る
と
、
棄
権
者
、

反
対
票
と
も
多
か
っ
た
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
4
)

こ
の
デ
ク
レ
の
正
文
に
つ
い
て
は
、

F
F
E
Z
F
丹-
M

∞
-
℃
・
呂
田

1
1
∞-(〕

(
5
)

桑
原
編
、
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
研
究
片
二
三
頁
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
法
令
に
よ
っ
て
も
テ
ル
ミ
ド

l
ル
派
は
十

分
な
多
数
派
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
共
和
三
年
の
憲
法
体
制

は
常
に
不
安
定
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
、
共
和
七
年
の

選
挙
(
一
七
九
九
年
三
月
|
四
月
)
に
お
け
る
ジ
ャ
ヨ
パ
ン
派
の
再

度
の
進
出
が
、
革
命
の
終
幕
と
な
る
べ
き
ブ
リ
ュ
メ
l
ル
一
八
日
の

ク
ー
デ
タ
を
導
く
こ
と
に
な
る
。

フランス選挙制度史

第
五
節

ナ
ポ
レ
オ
ン
体
制
と
選
挙
制
度

一
、
共
和
八
年
フ
リ
メ

l
ル
二
二
日
三
七
九
九
年
一
二
月
一
三
日
)
憲
法

ブ
リ
ュ
メ

l
ル
一
八
日
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
後
、
最
初
に
制
定
さ
れ
た
の
が

こ
の
憲
法
で
あ
る
。
こ
の
憲
法
の
制
定
過
程
に
お
い
て
最
も
影
響
力
が
あ
っ

た
の
は
、
ド
ヌ

l
、
シ
エ

l
ス
、
そ
し
て
ボ
ナ
パ
ル
ト
で
あ
っ
た
。

共
和
八
年
憲
法
は
き
わ
め
て
簡
単
で
、
全
体
は
九
五
条
か
ら
な
っ
て
い

る
。
人
権
宣
言
は
、
も
は
や
前
置
き
れ
ず
、
七
六
条
以
下
で
一
定
の
人
権
の

保
護
が
規
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
選
挙
手
続
は
以
下
に
示
す
通
り
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
突
を
い
う
と
選
挙
と
は
い
え
な
い
代
物
で
あ
っ
た
。

ω選
挙
権

i
フ
ラ
ン
ス
に
生
ま
れ
か
つ
居
住
し
、
満
二
一
才
に
達
し
、
区

の
市
民
名
簿
に
登
録
さ
れ
、
共
和
国
の
領
土
内
に
一
年
以
上
住
所
を
有
す
る

男
性
は
す
べ
て
市
民
で
あ
り
、
ま
た
、
区
に
お
い
て
公
民
権
を
行
使
す
る
た

め
に
は
一
ヶ
年
の
居
住
に
よ
っ
て
住
所
を
獲
得
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

(
第
二
条
、
第
六
条
)
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
応
、
男
子
普
通
選
挙
制
の
外

観
が
と
ら
れ
て
い
た
。

日

H

選
挙
方
法
i
シ
エ

l
ス
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
「
信
任
名
簿
制
」

(r

f

k

(

S

〉

ヨ
ω丹市
E
2
]こ
こ
♂
宮
内
庁

2
2
F
2
2
)
が
採
用
さ
れ
た
。
区
名
簿

(-gtml
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同

2
2
5
E
E
ω
]
2〉
、
県
名
簿

(
-
2
-
z
g
伝
宮
司
問
。
E
2
E
2
)、
そ
し

て
全
国
名
簿

(
Z
F
R
E
t
s防
庁
)

と
い
う
三
種
類
の
名
簿
が
、
以
下
の



料

よ
う
な
手
続
で
作
成
さ
れ
る
。
各
区
の
市
民
は
、
公
務
を
処
理
す
る
の
に
最

も
適
し
て
い
る
と
考
え
る
人
を
選
挙
に
よ
り
選
任
す
る
が
、
こ
の
た
め
に
こ

資

れ
に
参
与
す
る
権
利
含
有
す
る
市
民
の
数
の
一

O
分
の
一
に
等
し
い
数
か
ら

成
る
区
名
簿
が
作
成
さ
れ
る
(
第
七
条
)
。
県
内
の
区
信
任
名
簿
に
登
録
さ
れ

た
市
民
は
、
同
別
名
抑
止
化
作
成
す
る
た
め
に
か
れ
ら
の
中
か
ら
一

O
分
の
一
を

選
任
す
る
(
指
八
条
)
。
最
後
に
、
県
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
市
民
が
か
れ
ら
の

中
か
ら
一

O
分
の
一
を
選
任
し
、
全
国
名
簿
を
作
成
す
る
(
第
九
条
〉
。
そ
し

て
、
こ
の
全
国
名
簿
の
中
か
ら
、
護
憲
元
老
院

(
∞
合
冨
同
円
。
口
切
符
コ
6
Z
5・)

が
立
法
府
の
構
成
員
お
よ
び
そ
の
ほ
か
の
国
家
的
地
位
の
担
い
手
を
選
任
す

(
6〕

る
の
で
あ
る
(
第
二

O
条
〉
。

こ
の
溜
法
は
、
三
権
分
立
を
明
言
せ
ず
、
第
一
統
領
(
ボ
ナ
パ
ル
ト
)
の

手
中
に
執
行
権
を
集
中
し
て
そ
の
絶
対
的
優
位
を
確
保
し
て
い
る
が
、
選
挙

制
度
も
そ
の
方
向
で
定
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
信
任
名

怖
開
制
を
採
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
辞
通
選
挙
制
の
効
果
を
制
限
し
、
し
か
も

元
老
院
は
全
国
名
簿
か
ら
の
選
任
に
際
し
て
第
一
統
領
の
意
見
に
忠
実
に
従

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
第
一
統
領
は
、
執
行
権
ば
か
り
で
な
く
、

立
法
権
を
も
そ
の
学
中
に
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

(
1
)
共
和
八
年
憲
法
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
は
、
』

-
F
2号
p
h
a

。

sミ
ミ
ミ
芯
ミ
号
、
民
誌
で
戸
閉
耐
え
2
・
一
宏
一
・
甘
一
ω
|
ω

プ

。。
ι
2
Y
Oデ
C
℃・

2
7
℃
・
印
会
!
日
ア
浦
田
一
郎
「
フ
ラ
ン
ス
革

命
と
シ
エ
イ
エ
ス
|
共
和
踏
八
年
憲
法
草
案
を
中
心
に
し
て
」
(
『
山

形
大
学
紀
要
(
託
会
科
学
)
』
第
七
巻
第
二
号
)
を
参
照
。

共
和
八
年
憲
法
は
、
基
礎
一
と
な
っ
た
シ
エ
l
ス
草
案
に
ボ
ナ
バ
ル

ト
が
手
を
く
わ
え
る
形
で
作
成
さ
れ
た
。
な
お
、
シ
エ
l
ス
草
案
の

特
徴
に
つ
い
て
、
カ
ル
ヴ
エ
(
の
牛
耳
同
)
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し

て
い
る
。
「
実
権
は
議
員
の
互
選
に
よ
っ
て
成
立
す
る
元
老
院
の
掌
中

に
あ
り
、
そ
れ
が
両
院
の
議
員
、
大
選
挙
者
を
指
名
し
、
さ
ら
に
大

選
挙
者
を
吸
収
、
す
な
わ
ち
解
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
元
老
院
に

よ
っ
て
名
土
寡
頑
制
は
至
上
権
力
を
に
ぎ
る
の
で
あ
る
」
(
ア
ン
リ
・

カ
ル
ヴ
ェ
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
』
井
上
孝
治
訳
・
文
庫
ク
セ
ジ
ュ
・
白
水

計
・
一
九
七
五
、
六
四
|
六
五
頁
)
。
ボ
ナ
パ
ル
ト
は
、
と
く
に
「
大

選
挙
者
」
と
元
老
院
の
「
吸
収
権
」

2
8芹
円
与
巴
号
C
C
コ
)
の
二

点
に
反
対
し
、
第
一
一
統
領
の
権
限
を
強
化
す
る
べ
く
努
力
し
た
。

ハ
2
)

共
和
八
年
憲
法
の
正
文
に
つ
い
て
は
、
ロ
ロ
開
E

F

Y
向。ロ
2
2
2

切

E
M
E
E
8・
円
』
?
℃
・
一

oul一
戸
野
村
、
前
掲
謡
、
五
三
七
!

五
四
四
頁
。

ハ
3
)

シ
エ
l
ス
は
、
信
任
名
簿
制
を
「
信
頼
は
下
か
ら
権
力
は
上
か

ら
」
と
い
う
理
念
に
基
づ
い
て
構
想
し
た
。

〈

4
)
当
時
、
市
民
の
数
は
五
l
六

O
O万
人
で
あ
っ
た
の
で
、
各
名
簿

に
登
録
さ
れ
る
者
の
数
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
区
名
簿
に
は
五

l
六

O
万
人
、
田
町
名
簿
に
は
五
|
六
万
人
、
そ
し
て
全
悶
名
簿
に
は
五

l

六、

0
0
0人
が
登
録
さ
れ
る
。
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し
か
し
、
信
任
名
簿
は
共
和
八
年
に
は
作
成
さ
れ
ず
、
人
民
の
代

表
者
は
元
老
院
に
よ
っ
て
怒
意
的
に
選
出
さ
れ
た
(
第
一
四
条
参

昭一)。し
か
も
、
名
簿
は
共
和
九
年
に
作
成
さ
れ
た
が
そ
れ
も
共
和
一

O

年
の
立
法
院
の
改
選
に
し
か
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
(
の
邑
R
r
c
?

司
℃
・
口
】
丹

J

℃
・
日
目
印
)
。

(
5
)

カ
ル
ヴ
ェ
氏
は
、
共
和
八
年
憲
法
が
定
め
た
選
挙
制
度
を
「
普
通

選
挙
の
手
品
」
と
評
し
て
い
る
(
カ
ル
ヴ
ェ
、
前
掲
訳
書
、
六
五

頁)。

二
、
共
和
一

O
年
テ
ル
ミ
ド
i
ル
一
六
日
(
一
八

O
二
年
八
月
四
日
〉
元
老

らE
メh
11 

こ
の
元
老
院
令
は
、
終
身
統
領
制
を
規
定
す
る
(
第
三
九
条
)
と
と
も
に
、

第
一
統
領
の
権
限
を
著
し
く
強
化
し
た
。
な
お
、
選
挙
に
つ
い
て
、
ポ
ナ
パ

付

ル
ト
は
フ
ラ
ン
ス
人
民
に
主
権
の
幻
想
、
す
な
わ
ち
独
裁
制
を
容
易
に
受
け

入
れ
さ
せ
る
の
に
必
要
な
幻
想
を
十
分
に
与
え
な
い
と
い
う
理
由
で
信
任
名

フランス選挙制度史

簿
制
を
ほ
と
ん
ど
評
価
せ
ず
、
こ
れ
を
廃
止
し
て
以
下
の
よ
う
な
選
挙
会
制

を
定
め
た
。

ωカ
ン
ト
ン
選
挙
会
(
〉
B
O
E
r
-
b
g
内
目
。

g
三

g〉
l
カ
ン
ト
ン
選
挙
会

は
、
カ
ン
ト
ン
に
居
住
し
、
市
民
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
す
べ
て
の
市
民
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
(
第
四
条
)
。
こ
の
カ
ン
ト
ン
選
挙
会
は
以
前
の
抗
一
次
会

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
カ
ン
ト
ン
選
挙
会
は
、
ア
ロ
ン
J

ア
イ
ス
マ

γ
に
居
住
す
る
五

O
O名
の
住
民
に
つ
き
一
名
の
割
で
ア
ロ
ン
デ
ィ
ス
マ
ン

選
挙
会
合
乙
万
四
2
丘
常

g
g口
以
内
向

3
M
L
5
2
d
g同
)
の
傍
成
員
を
、
ま

た
県
に
居
住
す
る
一
、

0
0
0名
の
住
民
に
つ
き
一
名
の
割
で
県
選
挙
会

(
円

U
G
-
-申

m
g
色
宮
ぢ

E
R
号
宏
司
白
押
何
回
同
百
三
)
の
構
成
員
を
選
出
す
る
の
で

あ
る
(
第
一
八
条
、
第
一
九
条
)
。
た
だ
し
、
県
選
挙
会
の
構
成
員
は
、
当
該

県
の
多
額
納
税
者
六

O
O名
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
る
(
第
二
五
条
、
第
二
六

条
)
。
な
お
、
選
挙
に
際
し
て
は
、
秘
密
投
票
制
お
よ
び
三
回
投
票
多
数
代
表

制
が
用
い
ら
れ
た
。

一
日
ア
ロ
ン
デ
ィ
ス
マ
ン
選
挙
会
l
こ
の
選
挙
会
は
、
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば

/
{
、

れ
た
者
の
ほ
か
に
、
第
一
統
領
に
よ
っ
て
終
身
で
任
命
さ
れ
る
一

O
名
の
構

成
呉
を
含
み
(
第
二
七
条
て
護
民
院
お
よ
び
立
法
院
の
空
席
の
た
め
に
そ
れ

ぞ
れ
二
名
の
候
補
者
を
推
薦
す
る
(
第
二
九
条
、
第
三
二
条
d
o

…
川
県
選
挙
会

l
県
選
挙
会
も
ア
ロ
ン
デ
ィ
ス
マ
ン
選
挙
会
と
同
様
、
第
一

f
、、
統
領
に
よ
っ
て
終
身
で
運
ば
れ
る
二

O
名
の
構
成
員
を
含
み
(
第
二
七
条
)
、

元
老
院
お
よ
び
立
法
院
の
各
空
席
の
た
め
に
二
名
の
候
補
者
を
推
薦
す
る

(
笠
三
条
、
第
一
一
一
一
一
容
。
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選
挙
会
に
よ
っ
て
挽
薦
さ
れ
た
候
補
者
の
中
か
ら
虫
法
院
議
員
お
よ
び
護

民
院
議
員
を
選
任
す
る
の
は
、
元
老
院
で
あ
る
(
第
五
九
条
)
。
な
お
、
各
県

は
そ
の
人
口
数
に
応
じ
て
立
法
院
議
員
を
送
る
と
さ
れ
た
(
第
六
九
条
)
。



卒中

こ
の
元
老
院
令
は
、
外
観
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
民
主
的
譲
歩
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
終
身
第
一
一
統
領
の
権
力
を
著
し
く
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
帝
制

資

樹
立
に
向
け
て
の
決
定
的
段
階
を
し
る
す
も
の
と
な
っ
た
。
選
挙
制
度
に
つ

い
て
い
え
ば
、
信
任
名
簿
制
を
廃
止
し
て
間
接
と
は
い
え
一
応
「
選
挙
」
制

を
復
活
し
た
が
、
最
終
選
任
権
は
、
や
は
り
、
元
老
院
、
ひ
い
て
は
そ
れ
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
第
一
統
領
の
手
中
に
留
保
さ
れ
た
。

(
1
)

こ
の
元
老
院
令
の
制
定
経
過
に
つ
い
て
は
、
。
a
R
Z
F
8
・

円

】

仲

畑

円

y
印
吋

O
l
l印
吋

N
.

一
止
文
に
つ
い
て
は
、
U
Z問
Z
F
ζ
o
z
E
2
2

∞9
2
5
え
・
0
同

y
n
-
?

?
一
N
O
|
一
日
∞
-
野
村
、
前
掲
書
、
五
四
五

l
五
五
一
頁
。

(
2
)
共
和
一

O
年
当
時
、
県
選
挙
会
は
二
四
、
六
五
六
名
(
そ
の
う
ち

ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
者
は
一
、
七

O
O名
)
ア
ロ
ン

デ
ィ
ス
マ
ン
選
挙
会
は
三
四
、
八

O
五
名
ハ
一
ニ
、
五
二

O
名
)
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
た
G
I
M
M
・
C
M
R
=
3・
E
E
H
¥
Z
官
、
。
ご
泣
き
め

号
制
、
、
お
お
E
Y
H
v
m
コ
タ
一
也
目
印
温
℃
-
∞
印
)
。

一
一
一
、
共
和
一
二
年
フ
ロ
レ
ア
ル
二
八
日
(
一
八

O
四
年
五
月
一
八
日
〉
元
老

院
A、
μ 

こ
の
え
老
院
令
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
長
年
の
願
望
で
あ
っ
た
帝
制
を
実
現

し
た
も
の
で
あ
る
。

選
挙
制
度
に
つ
い
て
は
、
共
和
一

O
年
の
元
老
院
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ

た
手
続
が
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
皇
帝
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る

構
成
員
の
数
が
、
ア
ロ

γ
デ
ィ
ス
マ
ン
選
挙
会
に
つ
い
て
は
二
五
名
に
、
県

選
挙
会
に
つ
い
て
は
一
二

O
名
に
そ
れ
ぞ
れ
増
や
さ
れ
た
の
で
、
選
挙
会
に
対

す
る
皇
帝
の
影
響
力
は
著
し
く
増
大
し
た
。

結
局
、
共
和
一
二
年
の
元
老
院
令
は
、
共
和
八
年
お
よ
び
共
和
一

O
年
の

体
制
を
補
強
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
権
威
主
義
的
な
独
裁
体

制
を
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
体
制
は
、
ル
イ
一
四
世
支
配

〈

2〉

下
の
君
主
制
よ
り
も
絶
対
主
義
的
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
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(
1
)

元
老
院
令
の
制
定
経
過
に
つ
い
て
は
、
の
邑
2
Y
Cゲ
D
U
・
0円
J

匂・

可吋
l
l
印
高
温
カ
ル
ヴ
工
、
前
掲
訳
書
、
七
九

l
八
二
頁
。

ま
た
、
正
文
に
つ
い
て
は
、
u
z
m
E
F
Y
Y
向
。
ロ
Z
F
2
2
ω
g
E
己
.

0
古

-
n
一昨
J
同

y

一ωω

一
日
プ
野
村
、
前
掲
書
、
五
五
二
|
五
六
八
頁
。

(
2
)
の
O
L
2
r
c
?
8
・

1
f
司・印∞印・

た
だ
し
、
「
革
命
の
子
」
で
あ
る
べ
き
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
、
軍
事
力
に

よ
っ
て
得
た
権
力
の
正
当
化
を
革
命
以
前
の
王
朝
的
正
当
性
原
理
に

で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
正
当
性
原
理
、
す
な
わ
ち
「
国
民
」

の
中
に
求
め
た
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
れ
が
、
共

和
八
年
憲
法
の
制
定
、
終
身
統
領
へ
の
就
任
、
帝
制
樹
立
な
ど
に
際

し
て
い
ず
れ
も
人
民
投
棄
を
用
い
、
ま
た
、
選
挙
に
お
い
て
「
普
通

選
挙
の
手
口
問
」
を
用
い
た
の
も
こ
の
こ
と
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
独
裁
の
基
本
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
中
木
康



夫
「
フ
ラ
ン
ス
政
治
史
(
上
)
』
(
未
来
社
・
一
九
七
五
)
一
一
六

l
一一一

五
頁
、
樋
口
、
前
掲
書
、
一
二
七
l
一
二
八
頁
、
井
上
幸
治
編
、
前

掲
書
、
三
二
六
!
一
一
一
一
一
一

O
頁
等
を
参
照
。

第
一
章
の
ま
と
め

革
命
期
の
選
挙
制
度
史
は
、

一
七
八
九
年
一
月
二
四
日
の
選
挙
規
則
を
プ

ロ
ロ

l
グ
に
、
そ
し
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
制
下
の
「
普
通
選
挙
の
手
品
」
を
エ

ピ
ロ

l
グ
に
、
文
字
通
り
劇
的
に
展
開
し
た
。

こ
こ
で
は
、
第
一
章
の
ま
と
め
に
か
え
て
、

ω革
命
期
の
選
挙
制
度
史
と

、JJ
¥

〕
ノ

選
挙
権
理
論
、
日
H
革
命
期
の
選
挙
方
法
、
…
山
革
命
の
展
開
過
程
と
選
挙
制
度

f
f

、、

f
'
t

、

史
の
三
点
に
つ
い
て
少
し
く
検
討
し
た
い
。

川
革
命
期
の
選
挙
制
度
史
と
選
挙
権
理
論

こ
の
当
時
、
す
で
に
「
二
つ
の
選
挙
権
論
」
(
「
選
挙
権
権
利
論
」
と
「
選

付

挙
権
公
務
論
」
)
が
区
別
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
(
ヨ
ン
ド
ル
セ

l
の

発
言
を
参
照
)
は
、
選
挙
権
の
性
格
を
把
握
す
る
う
え
で
注
目
に
値
す
い
勺

フランス選挙制度史

税
額
に
よ
る
制
限
選
挙
制
に
反
対
し
た
人
々
は
、

言
を
援
用
し
、
選
挙
に
つ
い
て
す
べ
て
の
市
民
が
議
員
の
選
任
に
協
力
す
る

「
権
利
」
を
有
す
る
と
理
解
し
た
(
ロ
ベ
ス
ピ
エ
[
ル
め
発
言
を
参
照
)
。

一
七
八
九
年
の
人
権
宣

こ
れ
に
対
し
、
税
額
に
よ
る
制
限
・
間
接
選
挙
制
を
支
持
し
た
人
々
は
、

議
員
を
選
任
す
る
行
為
を
「
権
利
」
と
し
て
で
は
な
く
「
一
公
務
」
と
し
て
把

握
し
、
そ
の
選
任
行
為
に
参
加
し
う
る
者
を
公
務
に
た
い
し
て
十
分
切
実
な

利
害
関
心
と
能
力
を
有
す
る
者
に
限
定
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
も
、
か
れ
ら

は
、
富
こ
そ
が
政
治
能
力
を
は
か
る
唯
一
の
基
準
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ

る
(
パ
ル
ナ
i
ヴ
や
ボ
ワ
シ
・
ダ

γ
グ
ラ
ス
の
発
言
を
参
照
〉
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
制
限
選
挙
制
の
理
論
は
、
の
ち
に
ロ
ワ
イ
エ
・
コ
ラ
l
ル
や
ギ
ゾ

ー
に
よ
っ
て
力
説
さ
れ
る
左
こ
ろ
と
な
る
。

-
H
革
命
期
の
選
挙
方
法

fe
也、
革
命
期
に
お
い
て
も
、
特
殊
フ
ラ
ン
ス
的
な
選
挙
制
度
と
評
さ
れ
て
い
る

多
数
回
投
票
多
数
代
表
制
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
選
挙
方
法
は
ア
ン
シ

ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
下
の
全
国
三
部
会
選
挙
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
た
も
の

で
あ
る
が
、
一
七
八
九
年
一
月
一
一
四
日
の
選
挙
規
則
で
復
活
し
、
一
七
八
九

年
一
二
月
一
一
二
日
の
デ
ク
レ
、
一
七
九
一
年
憲
法
、
そ
し
て
一
七
九
三
年
窓

ハ
2
v

法
な
ど
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
た
。
爾
来
、
こ
の
方
法
は
一
貫
し
て
フ
ラ
ン

ス
の
選
挙
制
度
の
基
本
的
特
徴
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
0

・
山
革
命
の
展
開
過
程
と
選
挙
制
度
史

/
F
¥
 
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
結
果
、
新
し
い
社
会
の
担
い
手
と
し
て
登
場
し
た
の
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ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
勢
力
(
資
本
家
的
土
地
所
有
者
や
資
本
所
有
者
)
と
プ
チ

-8ブ
ル
ジ
ョ
ア
層
(
農
民
あ
る
い
は
小
生
産
者
)
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
、

封
建
的
支
配
関
係
の
破
壊
と
い
う
過
去
に
つ
い
て
の
政
治
目
標
に
つ
い
て
は



f
r
 

世
干

利
害
が
一
致
し
て
い
た
が
、
そ
の
破
壊
の
の
ち
に
い
か
な
る
社
会
体
制
を
建

資

設
す
る
か
と
い
う
未
来
に
つ
い
て
の
政
治
目
標
に
つ
い
て
は
利
害
が
対
立
し

た
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
勢
力
は
有
産
者
に
よ
る
寡
頭
支
配
制
を
樹
立

し
よ
う
と
し
た
が
、
プ
チ
¥
ブ
ル
ジ
ョ
ア
層
は
ル
ソ
ー
や
ロ
ベ
ス
ピ
エ

l
ル

な
ど
が
構
惣
し
た
小
生
産
者
に
よ
る
平
等
社
会
を
築
こ
う
と
し
た
の
で
あ

〈

S
M
る
。
バ
ス
チ
ー
ユ
-
攻
略
後
、
こ
れ
ら
両
者
の
プ
ラ
ン
の
相
克
過
程
と
し
て
革

命
は
展
開
し
た
が
、
一
時
期
を
除
き
前
者
の
プ
ラ
ン
が
終
始
勝
利
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
革
命
の
末
期
に
は
そ
の
プ
ラ

γ
も
失
敗
に
終
り
、
両
方
の

プ
ラ
ン
を
調
整
し
よ
う
と
す
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
権
威
主
義
的
独
裁
体
制
が
成

立
し
た
の
で
あ
る
。
革
命
期
の
選
挙
制
度
史
は
、
こ
の
よ
う
な
革
命
の
展
開

過
程
と
裕
接
な
関
連
を
も
ち
な
が
ら
、
各
プ
ラ
ン
の
実
現
の
一
翼
を
担
っ
て

展
開
し
た
の
で
あ
る
。

(
l
)
革
命
期
の
選
挙
権
論
と
主
権
理
論
と
の
交
錯
に
つ
い
て
は
、
辻
村

「
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
選
挙
権
論
」
を
参
照
。

(

2

)

「
大
革
命
以
来
、
フ
ラ
ン
ス
で
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
回
投

商
都
写
数
代
表
制
は
、
一
七
八
九
年
お
よ
び
一
七
八
九
年
の
制
度
を
う

み
だ
し
た
そ
れ
に
先
行
す
る
五
世
紀
の
選
挙
制
度
の
直
接
相
続
人
で

あ
る
」
(
門
主
R
?
告
・
丘
伸
二
回
》
・
印
)
。

ハ
3
J
桑
原
編
、
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
研
究
』
、
一

O
頁
を
参
照
。

な
お
、
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
論
」
の
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
柴
悶

三
千
雄
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l
」
『
近
代
史
に
お
け

る
政
治
と
思
想
』
(
山
川
出
版
社
・
一
九
七
七
〉
五
五
|
九
二
頁
を
参

照。

(
4
〉
革
命
期
の
選
挙
制
度
史
と
そ
の
基
礎
を
構
成
す
る
フ
ラ
ン
ス
革
命

の
社
会
史
お
よ
び
経
済
史
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
厳
密
な
分
析
は
、

他
日
を
期
し
た
い
。
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Histoire des systもm巴selectoraux en Franc巴(1)

Nobuhiro OKAD.¥ 

Cet article est une contribution a la recherche des systemes elec 

toraux de la Revolution francaise jusqu' a nos jours. En France， les 

systemes electoraux faisaient toujours l'objet des luttes politiques et 

par consequent les principales reformes electorales se sont succedees 

plus de vingt fois. Cette etude a pour but d'eclaircir les idees， logiques 

et contenus de ces systemes electoraux ainsi que les conjonctures 

politiques de ces transformations. 

Ce present numero traite la premiere phase historique l'epoque 

revolutionnaire. Pendant la Revolution， l'histoire des systemes ele-

ctoraux s'est developpee dramatiquement. On resumera les conclu-

sions de leur examen dans trois rubliques suivantes ; 

1) Les syst色meselectoraux pendant la Revolution et les theories 

de l'electorat 

A cette epoque-la on a distingue les deux theories de l'electorat 

“la theorie de l'electorat-droit" et “la theorie de l'electorat-fonction" 

(v. la distinction faite par le discours de Condorcet) 

Ceux qui ont proteste contre le systeme censitaire invoquerent la 

premiere theorie， d'apres laquelle le vote est pour chaque citoyen 

un droit qui lui appartient (v. le discours de Robespierre). 

Au contraire， ceux qui l'ont soutenu employerent la deuxieme， 

d'apres laquelle l'acte de designer les representants est considere comme 

une fonction publique Ils ont pense que la richesse etait le seul 

critらrede mesurer la capacite politique (v. les discours de Barnave 

et Boissy d'Anglas). 

2) Le mode electoral typiquement francais a la phase revolution-

nalre 

Le systeme majoritaire a plusieurs tours a ete employe pendant la 

Revolution. Il sera si frequemment utilise en France depuis la Re-

volution et par consequent estime tipiquement francais. 
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3) Le processus de 1a Revolution et 1es systemes e1ectoraux 

Ce sont 1a bourgeoisie et 1a petite bourgeoisie qui ont entre en 

scene comme 1es promoteurs de 1a societe nouvelle par 1a Revo1ution. 

Ils ont eu 1es memes interets dans l'objet politique a l'encontre du 

passe， c'est-a-dire， 1a destruction du regime feodal. Mais i1s se sont 

trouves desaccord a l'egard du futur 1a bourgeoisie a desire etab1ir 

l'aristocratie des riches au contraire， 1a petite bourgeoisie a vou1u 

constituer 1a societe ega1itaire de petits proprietaires. 

La Revo1ution a dep10ye 1e processus de 1utte entre ces deux di-

rections et 1a premiere a toujours l'emporte sur 1a deuxieme， excepte 

l'ephemere parenthese. Mais， 1a direction bourgeoise elle-meme 

s'est soldee par un echec a 1a derniらreperiode de 1a Revo1ution et enfin 

1a dictature militaire de Bonaparte a ete etab1ie. 

;fU去29(2・213)345 4 


